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令 和 ４ 年 ６ 月 1 7 日 （ 金 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（37名）

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 山 内 佳菜子 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）９番 安 田 厚 生 同

（ ）10番 日 髙 利 夫 同

（ ）11番 川 添 博 同

（ ）13番 中 野 一 則 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）16番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）17番 前屋敷 恵 美

（ ）18番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 井 本 英 雄 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 徳 重 忠 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 濵 砂 守 同

（ ）23番 二 見 康 之 同

（ ）24番 山 下 博 三 同

（ ）25番 西 村 賢 同

（ ）26番 日 高 博 之 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 日 髙 陽 一 同

（ ）34番 横 田 照 夫 同

（ ）35番 野 﨑 幸 士 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 丸 山 裕次郎 同

（ ）39番 右 松 隆 央 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 吉 村 達 也

総 務 部 長 渡 辺 善 敬

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

商工観光労働部長 横 山 浩 文

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

会 計 管 理 者 矢 野 慶 子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

財 政 課 長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 佐 藤 隆 司

選 挙 管 理 委 員 長 茂 雄 二

監 査 事 務 局 長 髙 山 智 弘

人事委員会事務局長 日 高 幹 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 坂 元 修 一

議 事 課 長 鬼 川 真 治

政 策 調 査 課 長 伊 豆 雅 広

議 事 課 長 補 佐 関 谷 幸 二

議 事 担 当 主 幹 佐 藤 亮 子

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○中野一則議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、山

下寿議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○山下 寿議員

ざいます。早朝より傍聴においでいただきまし

て、誠にありがとうございます。感謝を申し上

げます。私は、児湯郡選出、自由民主党、山下

寿でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

さて、2019年12月に中国・武漢市で原因不明

の肺炎患者が確認されました。新型コロナウイ

ルスによる感染症が世界中に蔓延し始めて、約

２年半の月日が過ぎ去りました。その間、新型

コロナウイルスは、度重なる変異を繰り返し、

いまだその勢力は衰えることを知りません。

宮崎県におきましても、累積感染者数は５

万5,960人、死亡者が144人に達しております。

新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりに

なった方々の御冥福をお祈り申し上げます。

一方、世界に目を向けてみますと、２月24日

にロシアがウクライナに対して行った軍事侵攻

は、いまだ終わっていません。ロシアが当初も

くろんでいた３日以内で首都陥落は、約４か月

経過しても達成できそうになく、さらなる泥沼

化の様相を呈しているのが現実であります。

ウクライナでは、戦火を逃れるため、約700万

人のウクライナの人々が国外への避難を余儀な

くされており、一部でありますが、日本でも受

入れが始まっております。また、宮崎県にも４

家族を受け入れているとのことから、その御家

族が安心して避難生活を送れ、ウクライナが平

和を取り戻した暁には皆さん元気に帰国してい

ただけるよう、県民が一丸となって支援できれ

ばと考える次第であります。

新型コロナウイルス感染症による世界的混乱

に追い打ちをかけるように開始されたロシアに

よるウクライナ侵攻、そして原油の高騰、物価

上昇、円安と、私たちの生活は苦しくなる一方

であります。１日でも早くコロナ治療薬が開発

され、ロシアによるウクライナ侵攻が終わり、

世界が安定することを願ってやみません。

それでは、通告に従って質問に参ります。

宮崎県における新型コロナウイルス感染症対

策についてであります。

今回の定例議会で執行部は、様々な対策の予

算を提出されました。コロナ禍の影響の中、こ

の約２年半、様々な規制がありました。イベン

ト、行事の中止や延期、飲食店などにおける時

短営業要請、テレワークなど、いろいろな業種

で様々な感染防止対策が取られてきました。こ

れらの対策で、県民に相当なストレスがたまっ

ていると思います。

この約２年半行われてきた様々な規制は、言

わば新型コロナウイルスを拒絶する対策であり

ました。でも、新型コロナウイルスはいなくな

らない。今までの県の対策を批判しているわけ

ではありません。それはつまり、新型コロナウ

イルスに対する考え方を転換する時期に来てい

るのではないでしょうか。

ウイズコロナ、この言葉は皆さん耳にされた

ことがあると思います。新型コロナウイルスが

いなくならないのならば、新型コロナウイルス

とどう付き合っていくか、新型コロナウイルス

との共生という視点での対策が今後重要になっ

てくると思います。

令和４年６月17日(金)
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そこで、知事にお伺いします。新型コロナウ

イルス感染症に対する今後の基本的な対応の方

針についてお伺いします。

以上で壇上からの質問を終わり、その後の質

問は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

県内では、５月中旬以降１か月にわたり、新

規感染者の減少傾向が続いております。直近で

は、病床使用率も10％を下回る水準で推移する

など、医療提供体制の負荷も軽減されてきてお

ります。

このため、県の対応方針に基づき、現在発令

しております医療警報につきましては、特段の

状況の変化がなければ、19日の日曜日をもって

終了いたします。

現在、主流となっておりますオミクロン株

は、ワクチン接種の進展や経口治療薬の実用化

等もあり、従来と比べ、入院及び重症化の割合

は低くなっております。

このような状況を踏まえ、当面は、医療の逼

迫が生じない水準で感染を受け止めつつ、日常

生活と社会経済活動の維持を図っていくことを

基本方針としております。現在は、一人一人が

基本的な感染防止対策を継続しながら、地域経

済の回復に向けて取り組む段階と考えておりま

す。海外からの観光客の入国制限も徐々に今、

緩和されているところであります。一方で、新

たな変異株のリスクにも十分な警戒が必要だと

考えております。

しばらくは、「コロナとともに生きる社会」

が続く中で、私としましては、引き続き必要な

医療提供体制の確保や保健所機能の維持、ワク

チンの３回目及び４回目接種を促進しながら、

ウイルスのさらなる変異や、その時々の感染状

況に応じて、迅速かつ臨機応変に対応し、感染

対策と社会経済活動の両立を図ってまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

ただいま知事から話がありま○山下 寿議員

した。特段の状況の変化がなければ、医療警報

を19日の日曜日をもって終了したいとの答弁を

いただきました。県民も大変喜ぶことでしょ

う。コロナ対策を講じながら行動ができ、県民

の気分も和らぐことでしょう。ありがとうござ

いました。

次に入ります。

また、国レベルにおきましても、新型コロナ

の水際対策で中止されていた外国人観光客の入

国を、６月10日から再開しております。

これらの変化は、新型コロナの影響により疲

弊した県経済の回復に向けた取組を強力に後押

しするものであり、大変喜ばしいものでありま

すが、それと同時に、新たな感染拡大のリスク

を併せ持つものでもあります。

そこで、福祉保健部長にお尋ねします。今後

の宮崎県における保健・医療体制についてお伺

いします。

オミクロン○福祉保健部長（重黒木 清君）

株による爆発的な感染拡大に見舞われた本県に

おきましても、大型連休後をピークに減少傾向

にありますが、医療の逼迫が生じない水準で感

染を受け止めつつ、日常生活と社会経済活動の

維持を図るためには、引き続き、必要な保健・

医療提供体制を確保していくことが重要でござ

います。

このため、今議会におきまして、高齢者施設

等における検査・医療体制の充実として、施設

職員向けの抗原検査キットの配布や、往診を行

う医療機関への支援のほか、自宅療養者に対す

る療養体制確保としまして、健康観察や食料支
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援を担うフォローアップセンターの運営などの

各種事業について、関連予算の御審議をお願い

しているところであります。

今後、ウイルスのさらなる変異も懸念される

中、引き続き、状況に応じた医療機関、宿泊施

設、自宅を含めた総合的な医療提供体制の確保

を図りながら、経口治療薬の処方体制の拡充、

業務のデジタル化や外部委託による保健所機能

の維持などに取り組んでまいります。

ありがとうございました。○山下 寿議員

次に、ワクチン接種についてお尋ねします。

宮崎県においても、４回目のワクチンの追加

接種が行われています。ワクチン接種が重症化

と死亡のリスクを明らかに低減させることを示

すデータを厚生労働省が公表していることか

ら、４回目のワクチン接種も非常に有効な取組

だと思います。

そこで、福祉保健部長にお伺いします。現

在、県内では３回目のワクチン接種も進んでい

るところでありますが、３回目と４回目のワク

チン接種はどのように異なるのか、お伺いしま

す。

新型コロナ○福祉保健部長（重黒木 清君）

ワクチンの３回目接種は、12歳以上の全ての方

を対象に、感染や発症、入院の予防効果を高め

ることを目的に実施しております。

一方で、４回目接種は、全ての方ではなく、

特にリスクの高い、60歳以上の方と、18歳以上

で基礎疾患を有する方、そのほか医師が必要と

認める方を対象に、重症化の予防を目的に実施

しております。

４回目接種は、５月末より実施されておりま

すが、本県では７月から８月にかけて、60歳以

上のほとんどの方が接種のタイミングを迎えま

すことから、引き続き市町村と連携をしなが

ら、接種率の向上に向けて、広報などの適切な

支援を行ってまいります。

次に、教育現場の今後につい○山下 寿議員

てお尋ねします。

厚生労働省は５月25日、新型コロナウイルス

感染症対策アドバイザリーボードで、子供のマ

スク着用に関する新たな指針を示しました。そ

の指針では、人との距離が２メートル以上確保

できる場合や未就学の子供へのマスクの着用

を、一律には求めない内容となっております。

熱中症などで自らの体調の変化を明確に意思

表示することが難しい年代も多い子供たちを守

るため、本格的な夏を前に新たな指針が示され

たことは、よいことだと思います。

そこで、教育長にお尋ねします。学校教育現

場におけるマスク着用に係る対応について、お

伺いします。

学校では、国のマ○教育長（黒木淳一郎君）

ニュアルに基づき、原則として、身体的距離が

十分取れない場合にマスクを着用しておりま

す。

なお、マニュアルでは、地域の実情に応じた

感染対策を取ることとなっておりまして、本県

では、学校現場でのクラスターが続発した感染

拡大期には、部活動でのマスク着用を原則とす

る等の対応を取ってきたところであります。

しかしながら、最近の感染状況の改善等も踏

まえまして、体育の授業や登下校で十分な距離

を確保できる場合や、熱中症のおそれがある場

合はマスクを外すなど、学校現場において臨機

応変に対応するよう、５月下旬、県立学校及び

市町村教育委員会に周知したところでありま

す。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

感染状況等に応じた適切なマスク着用を図って
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まいります。

次に、補正予算の趣旨につい○山下 寿議員

てお尋ねします。

先ほども冒頭で述べましたとおり、新型コロ

ナウイルスによる影響に加え、ロシアによるウ

クライナ侵攻、原油価格の高騰、物価上昇、円

安等々、県民は今、さらに苦しい生活を強いら

れています。コロナによる影響だけでもつらい

思いをしてきたのに、さらに追い打ちをかける

状況になっています。一刻の猶予もない、待っ

たなしの状態です。

県では現在、社会経済活動の回復に向けた取

組を精力的に推進されていますが、その効果が

出るまでに県民の暮らしが破綻してしまって

は、元の木阿弥になってしまいます。

そこで、総務部長にお尋ねします。コロナ禍

における原油価格の高騰、物価上昇の状況を受

けて、今回の補正予算で県としてどのような対

策に取り組むのか、お伺いいたします。

今回の補正予算で○総務部長（渡辺善敬君）

は、原油価格・物価高騰に直面している生活者

と事業者を支援する観点から対策を講じており

ます。

まず、生活者支援としましては、低所得の子

育て世帯への特別給付金の支給や、保育所等の

保護者への給食費支援、市町村等と連携したプ

レミアム付商品券の追加発行などに取り組みま

す。

次に、事業者支援としましては、交通・物流

事業者や農林水産業者等への燃料・資材等の価

格高騰分の補助、県内事業者への再エネ・省エ

ネ設備の導入や新商品開発の支援などに取り組

むこととしております。

なお、今回の補正予算は、コロナ禍における

物価高騰等の影響を緩和するため、緊急に編成

させていただいたものでありまして、早期にお

認めいただいたものでありますことから、迅速

な予算執行により、生活者や事業者を支援して

まいります。

ありがとうございました。ぜ○山下 寿議員

ひ、迅速な予算執行をお願いいたします。

私がある金融機関にお尋ねしましたところ、

国が誘導して第１波のときに無利子、無保証、

無担保で事業者に貸し付けた金融機関への返済

がもう来ているわけでございますけれども、

「切替え、切替えで元金の支払いが延長され

る」とお聞きいたしました。今後、倒産や破産

者が出てくることも予想されます。もっといろ

いろな対策を打っていただくように、お願いし

ておきます。

次に、生活福祉資金特例貸付の償還について

お尋ねします。

生活福祉資金特例貸付とは、厚生労働省が所

管し、各市町村の社会福祉協議会が窓口とな

り、低所得世帯や身体障害者世帯に対し、なり

わいを営むための生業費、療養費、住宅改修費

などを低利または無利子で貸し付ける生活福祉

資金貸付制度のうち、特に、新型コロナウイル

ス感染症の影響によって休業したり、仕事が

減ったことで収入が減少した世帯に、生計維持

のための生活費を貸す制度であります。現在、

給付金詐欺等で世間を騒がせている経済産業省

所管の持続化給付金制度とは、また違う制度と

なっています。

この特例貸付けについて、５月１日の宮日新

聞の報道によりますと、「返済が難しく自己破

産など債務整理の手続きをした利用者が全国で

少なくとも約5,000人いることが分かった。１人

で複数回借りる人も多く、貸付件数は１万8,000

件、返済困難な金額は、回答が得られた分だけ
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で約20億円となった」とのことであります。

ある都道府県では、既に1,000件近い数の自己

破産の報告がなされているようです。このまま

では、全国で約20億円の債権が回収不能になっ

てしまい、国庫負担になってしまうわけであり

ますが、問題はそれで解決するものではありま

せん。

生活福祉資金貸付制度とは、本来、経済的困

窮状態から生活を再建することを目的として設

定されている制度なのです。生活が再建できず

自己破産する人が、その可能性を含めると、か

なりの数いると言われていることのほうが、私

は潜在的なリスクが大きいと思っております。

自己破産すると、その人は経済的にも心理的

にも大きなダメージを受けるとともに、社会的

に信頼を失うため、非常につらい思いをしま

す。そしてまた、他の債権者がいた場合、回収

できない債権がその債権者の負担となり、状況

によっては、会社の倒産や債権者の自己破産な

ど、負の連鎖を起こす可能性もはらんでいると

考えられます。

そこで、福祉保健部長にお尋ねします。本県

における生活福祉資金特例貸付の実績につい

て、お伺いいたします。

生活福祉資○福祉保健部長（重黒木 清君）

金特例貸付につきましては、新型コロナの影響

を受け、休業等により緊急かつ一時的な貸付け

を必要とする世帯向けの「緊急小口資金」と、

失業等により日常生活の維持が困難な世帯向け

の「総合支援資金」があります。

本県における令和４年３月末時点の実績とし

ましては、緊急小口資金が約１万件、18億4,000

万円余、総合支援資金が約１万1,000件、73

億4,000万円余、合計で約２万1,000件、91

億8,000万円余の貸付決定が行われております。

引き続きお尋ねいたします。○山下 寿議員

生活福祉資金特例貸付の償還の状況について、

お伺いします。

生活福祉資○福祉保健部長（重黒木 清君）

金特例貸付は、新型コロナの影響による休業等

により必要な当面の生活費の支援を目的に、令

和２年３月に開始されたものであります。

この貸付けの償還は、当初、資金の借入れ後

１年以内に開始される予定でしたが、新型コロ

ナ感染拡大の影響を受け、引き続き経済的に困

難な状況にある方への配慮から延期されており

まして、令和５年１月から償還が開始されるこ

ととなっております。

５月１日付の宮崎日日新聞の○山下 寿議員

記事によれば、特例貸付けの利用者から、債務

整理開始通知が都道府県社会福祉協議会に届い

ているとのことですが、本県の状況についてお

伺いします。

生活福祉資○福祉保健部長（重黒木 清君）

金特例貸付の貸付決定や償還事務につきまして

は、宮崎県社会福祉協議会で一括して実施して

おります。

お尋ねの債務整理開始通知につきましては、

令和４年４月末時点で、緊急小口資金が62件、

総合支援資金が45件、合計107件の通知が届いて

いると伺っております。

引き続き生活に困窮する状況○山下 寿議員

にある債務者に対し、減免等何らかの配慮はな

いのか、お伺いいたします。

生活福祉資○福祉保健部長（重黒木 清君）

金特例貸付については、生活に困窮された方の

生活に配慮し、借受人及び世帯主の住民税が非

課税となっている場合には償還が免除されるこ

とになっております。

また、借入れ後に生活保護の受給が決定した
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方や、精神保健福祉手帳１級または身体障害者

手帳１級もしくは２級を取得した方など、借入

れ後の状況変化により返済が困難になられた方

に対しましても、償還を免除する措置が講じら

れております。

県としましては、県社会福祉協議会と連携

し、特設サイト「ミナテラスみやざき」やコー

ルセンター等により、このような措置の周知に

努めるとともに、先日議決いただきました、生

活困窮者への法律相談支援事業を活用しなが

ら、きめ細かな支援に取り組んでまいります。

ありがとうございました。い○山下 寿議員

ろいろな救済措置があることで、安心しまし

た。きめ細かい支援をよろしくお願いしておき

ます。

次に、県道など道路の整備状況について、お

伺いします。

私が令和元年、県議会議員になってから幾度

となく質問をさせていただいている事項になり

ます。なぜ何度も質問するのか。それは、中山

間地域を抱える児湯郡にとって、道路整備の問

題は、地域住民の生活と切り離すことのできな

い、非常に重要な課題であるからであります。

道路整備は、地域経済の活性化に大きく寄与

するとともに、その整備状況が地域住民の命を

左右することになりかねません。

まず初めに、令和元年６月の定例会で質問さ

せていただいた、県道22号東郷西都線の整備状

況についてお伺いします。

県道22号東郷西都線は、日向市東郷町から木

城町を経て西都市を結ぶ道路で、沿線住民の生

活を支えるとともに、緊急輸送道路に指定され

るなど、地域にとって非常に重要な道路となっ

ております。

だがしかし、県道22号東郷西都線は、大型車

で離合できない狭隘箇所が多く、中之又地区に

お住まいの方が木城町役場に行くために、車で

約１時間もかけなければならないほど、とても

不便な道路の状況であります。

そこで、県土整備部長にお尋ねします。県道

東郷西都線において取り組んでいる道路整備の

進捗状況について、お伺いします。

県道東郷西都○県土整備部長（西田員敏君）

線につきましては、議員御指摘のとおり、地域

住民の生活や産業を支えるとともに、緊急輸送

道路にも指定されている重要な路線であり、現

在、木城町内において２つの工区を設定し、２

車線での整備に取り組んでいるところでありま

す。

まず、松尾工区については、全体延長約1.8キ

ロメートルのうち、これまでに約0.5キロメート

ルを供用したところであり、今年度、道路改良

工事を進めるとともに、橋梁工事に必要な調査

設計を行うこととしております。

次に、松尾ダム工区については、ダム付近の

特に線形や見通しの悪い５か所の拡幅を計画し

ており、このうち、今年１月に１か所、約100

メートルの整備が完了したところであり、引き

続き道路改良工事に取り組むこととしておりま

す。

今後とも必要な予算の確保に努め、早期整備

に取り組んでまいります。

先ほど述べましたように、こ○山下 寿議員

の道路は、非常に地元民が希望している道路で

ございますので、予算獲得を一生懸命やってい

ただきまして、一日も早い整備をお願いしてお

きます。

次に、小丸川に架かる竹鳩橋、通称もぐり橋

についてお尋ねします。

この橋は、高鍋町内の小丸川に架かる橋で、
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北は木城町高城橋、南は高鍋町小丸大橋の間に

位置する橋で、小丸川の水量が増加すると橋全

体が水没する潜水橋となっております。

この橋は、地域住民の生活道路としてはもと

より、地元の小学生などが通学路として利用す

る、非常に重要な橋となっております。

また、橋のすぐ北側には高鍋インターチェン

ジと東児湯消防本部が、すぐ南側には海老原総

合病院が位置しているため、橋の存在価値とし

ては非常に高く、周辺住民のみならず、不特定

多数の人たちが日々利用している重要な橋であ

ります。

これだけ利便性が高い橋なのですが、緊急車

両の通行には制限をかけているとのことで、東

児湯消防本部に確認したところ、安全性等の兼

ね合いで、消防車の橋の使用はしていないとい

うことであります。

そのため、例えば高鍋町上江地区で火災等が

発生した場合、消防車は小丸大橋か高城橋を使

用せざるを得ず、竹鳩橋を使用した場合と比較

すると、最短で５分以上もロスタイムが発生し

てしまうことになります。

そこで、高鍋町も、安全性の確保と利便性の

向上を図るため、いろいろと対策を練っている

そうですが、解決しなければならない課題が多

く、実現が難しいとのことであります。

そこで、県土整備部長にお尋ねします。高鍋

町が管理する町道川田竹鳩線竹鳩橋の架け替え

について、県としてどのような対応ができる

か、お伺いいたします。

高鍋町が管理○県土整備部長（西田員敏君）

する竹鳩橋につきましては、一級河川小丸川に

架かる潜水橋であり、架け替えを行うには、大

規模な工事になることから、高鍋町は、財源の

確保や橋梁形式の選定などの課題を解決するた

め、国土交通省及び県の３者で構成する「高鍋

地区道路検討会」を平成25年度に設置し、あら

ゆる角度から検討を行ったところであります。

その際、県は国と連携して、町による竹鳩橋

の架け替えに対して、橋の利用状況や建設コス

トなど、様々な視点から技術的支援を行ってき

たところであります。

県としては、今後も高鍋町からの要請があれ

ば、引き続き助言等を行ってまいります。

よろしくお願いしておきま○山下 寿議員

す。

次に、川北南農免道路につながる農道整備状

況についてお尋ねします。

この農道整備については、平成13年に事業は

一旦完了したものの、その後、ＪＡ尾鈴総合選

果場の建設、都農インターチェンジの開通な

ど、地域環境の変化に伴い、新たな農道整備の

必要性が生じたものであります。

特に、この農道が整備されると、国道10号の

代替道路としても機能することから、株式会社

児湯食鳥、宮崎県農協果汁株式会社、ＪＡ尾鈴

総合選果場などから都農インターチェンジを経

由して、宮崎の新鮮な野菜や果物、農畜産物を

物流ラインに速やかに乗せることができるよう

になり、宮崎県の発展に欠かすことのできない

道路になります。

そこで、農政水産部長にお尋ねします。川北

南農免道路につながる新たな農道の整備につい

て、お伺いいたします。

御質問のあり○農政水産部長（久保昌広君）

ました農道につきましては、川南町の平下地区

において、県営基幹農道整備事業により、本年

度から約1.3キロメートルの整備に着手するもの

でございます。

本年度は、工事実施に向けての詳細な測量・
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設計や、用地買収に必要な調査を行うこととし

ております。

この農道整備により、地域の農作物輸送の効

率化が期待されていることから、今後とも、地

元と連携しながら、工事の早期完成に向け取り

組んでまいります。

ありがとうございました。こ○山下 寿議員

の道路は、30年前に計画されたもので、地域の

人たちはもちろん、先ほど述べました関係事業

所は大変待ち望んでおる道路であります。一日

も早い完成をよろしくお願いしておきます。

次に、鳥獣被害の現状とその対策について、

お伺いします。

近年、鹿やイノシシなどの鳥獣において、急

速な個体数の増加や分布の拡大が起きていま

す。皆さんも毎日のように、テレビやインター

ネットなどで、イノシシなどが町に出没したと

いうニュースを御覧になっていると思います。

鳥獣による被害は、農林水産業にとどまら

ず、生態系、生活環境など広い範囲に及んでお

り、数字に表れない被害としては、営農意欲の

低下や耕作放棄地の増加など、状況悪化の一因

となっております。

森林においては、植栽木の被害や剝皮被害は

林業における生産コストを増加させるなど、林

業経営意欲の減退を招いているほか、希少植物

をはじめとする下層植生の消失や植生の単純化

が進み、多くの生物の生息環境を悪化させ、生

物多様性の維持に支障を来すおそれがあるな

ど、森林が持つ国土保全機能の低下が懸念され

ている状況となっています。

そこで、農政水産部長にお尋ねします。宮崎

県における野生鳥獣による農林作物等の被害の

状況とその対策について、お伺いいたします。

令和２年度の○農政水産部長（久保昌広君）

野生鳥獣による被害額は、農作物、人工林、特

用林産物の合計で約４億2,300万円と、ピーク時

の平成24年度に比べ約４割まで減少したもの

の、依然として厳しい状況にあります。

このため県では、地域鳥獣被害対策特命チー

ムを中心とした、地域ぐるみの被害防止対策

や、侵入防止柵等の整備、狩猟者の確保・育成

などの支援に取り組んでおります。

これらに加え、今年度から新たに、鳥獣被害

対策支援センターを中心に、被害が増加してい

る地域などを対象として、課題の抽出や解決策

を実践する重点現地支援に取り組むこととして

おります。

今後とも、市町村等と連携し、的確な被害状

況の把握と、きめ細かな被害防止対策に取り組

んでまいります。

鳥獣被害対策の基本的な考え○山下 寿議員

方は、３つあります。１つ目は、鳥獣を捕獲し

て地域における鳥獣の数が増え過ぎないように

する「個体群管理」、２つ目は、柵等を設置し

て鳥獣が農地等に入らないようにする「侵入防

止対策」、３つ目が、耕作放棄地等の草を刈る

などして鳥獣の餌場や隠れ家となるようなとこ

ろを減らす「生息環境管理」であります。

国は、平成19年12月、鳥獣による農林水産業

等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ

効果的に推進し、農林水産業の発展及び農山漁

村の振興に寄与することを目的として、「鳥獣

による農林水産業等に係る被害の防止のための

特別措置に関する法律」を施行し、現場に近い

市町村と県が一体となって鳥獣被害を防止する

枠組みを整備しました。

この法律に基づき、各市町村は、鳥獣の捕獲

等に関し、地域の特性に応じた形で対策を講じ

ることができるようになりました。
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そこで、環境森林部長にお尋ねします。個体

群管理の観点から、鳥獣の管理について、有害

鳥獣の捕獲許可日数と管理目標をお伺いいたし

ます。

県では、鳥獣○環境森林部長（河野譲二君）

保護管理事業計画において、鳥獣の捕獲許可に

関する基準等を定めております。

この中で、有害鳥獣の捕獲許可日数につきま

しては、鹿、イノシシは180日、猿は90日を上限

としておりましたが、今年度からいずれも上限

を１年へと変更し、狩猟者や許可を行う市町村

の負担軽減を図ったところであります。

また、農林作物の被害額の管理目標として、

令和８年度までに、鹿による被害額は１億2,000

万円以下、イノシシは9, 0 0 0万円以下、猿

は4,200万円以下に抑制することとしておりま

す。

加えて、鹿は生息数の推定が可能であること

から、令和２年度の生息数約９万4,000頭を、令

和８年度には６万1,000頭に減少させる管理目標

を定めております。

有害鳥獣の捕獲は国の施策の○山下 寿議員

一環で行われているので、当然、財政的な措置

がなされているわけであります。

そこで、農政水産部長にお尋ねします。有害

鳥獣捕獲に係る国の交付金事業において、捕獲

した個体の確認はどのような方法で行われてい

るのか、お伺いいたします。

捕獲個体の確○農政水産部長（久保昌広君）

認方法につきましては、国の鳥獣被害防止総合

対策交付金事業の実施要領によると、市町村等

の担当者が直接捕獲現場に赴き捕獲個体を確認

する「現地確認」、処理加工施設に搬入された

捕獲個体を実際に確認する「搬入確認」を基本

とすることとなっております。

なお、捕獲頭数が多いなど現地確認等が難し

い場合には、捕獲従事者、捕獲個体、捕獲日が

同時に確認できる写真に加え、尻尾等の証拠物

を提出させる書類確認により確認できることと

なっております。

これらの確認に基づき、国の交付金事業によ

り、捕獲頭数に応じて、捕獲者に活動経費が交

付されております。

ありがとうございました。山○山下 寿議員

間部に行きますと、山にはネットを張り回し、

水田には柵をし、皆さん対策をされています。

それでも被害に遭い、先ほどから述べますよう

に、営農意欲の低下や耕作放棄地の増加などを

心配するところです。今後とも、なお一層の鳥

獣被害対策に力を入れていただくよう、お願い

いたします。

次に、災害対策についてお伺いします。

政府の地震調査委員会は、今年１月、南海ト

ラフ地震の40年以内の発生確率を90％程度と発

表しました。同じ調査で、今後30年以内の発生

確率が70～80％と評価していることからする

と、南海地方は極めて危険なときであると判断

いたします。南海トラフ地震はいつ発生しても

おかしくないと言えると思います。

「いいですか、皆さん。明日、地震が起きる

かもしれないんですよ」、こう言われても、普

通はぴんとこないのが現実なのではないでしょ

うか。だがしかし、県民の暮らしと安全を預か

る私たち行政は、それではいけないと思いま

す。

思い出してみてください。平成７年１月に発

生した阪神・淡路大震災、平成23年３月に発生

した東日本大震災、そして、平成28年４月に発

生した熊本地震を。あのとき、私たちは思った

はずです。「もっと備えておけばよかった」
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と。

知事にお尋ねします。今回、政府の地震調査

委員会が出した調査結果を、果たして何割の県

民が知っているでしょうか。

そこで、知事にお尋ねします。今後40年以内

に90％以内の確率で発生すると予測されている

南海トラフ地震に対する知事の認識について、

お伺いいたします。

南海トラフ地震は、こ○知事（河野俊嗣君）

れまで100年から150年の間隔で発生しておりま

して、一たび発生すれば、県内全域に甚大な被

害をもたらすことが想定されております。

今回、今後40年以内の発生確率が90％程度へ

引き上げられたことで、私自身、改めて、いつ

地震が起きてもおかしくないという危機感を強

めたところであります。

先月、福島県を訪問し、東日本大震災の津波

被害を伝承する様々な施設も視察いたしました

が、その猛威というものを改めて脅威に感じる

とともに、対策強化の必要性を痛感したところ

であります。

県ではこれまで、南海トラフ地震など大規模

災害の発生に備え、県民の防災意識の啓発や海

岸保全施設の整備、樋門の自動閉鎖化、関係機

関と連携した防災訓練などに取り組むととも

に、沿岸市町と連携して、津波避難タワーの建

設や津波避難場所の指定を進めてきたところで

あります。

今後は、地域住民が、これらの避難施設を活

用した避難訓練を繰り返し行い、安全かつ迅速

に避難できるかを自ら確認していくこと、そし

て、この強い危機感、警戒態勢を持続・強化し

ていくことが大変重要であると考えておりま

す。

県としましては、引き続き「常在危機」とい

う意識を徹底する下で、県民の命を守ることを

最優先に、防災・減災対策に取り組んでまいり

ます。

ありがとうございました。や○山下 寿議員

はり備えなんですね、重要なのは。

でも、やみくもに備えても意味がありませ

ん。なぜか。それは、発生する可能性がある災

害に対して備えなければ、備えたことにはなら

ないからです。言わば想定外を想定して備え

る、これが、私たちがこれまでに経験した災害

から得られた教訓なのではないでしょうか。

そのためにも、南海トラフ巨大地震の発生に

対し、どんな被害が発生するのかを把握する必

要があります。

そこで、危機管理統括監にお尋ねします。南

海トラフ巨大地震が発生した場合、現在想定さ

れる被害状況についてお伺いします。

県が令和元○危機管理統括監（横山直樹君）

年度に公表いたしました、南海トラフ巨大地震

の被害想定におきましては、静岡県の駿河湾か

ら日向灘まで延びる南海トラフ内全域でマグニ

チュード９クラスの地震が発生した場合、県内

では宮崎市や日南市、川南町など６市７町で最

大震度７の揺れに襲われ、津波の高さは最大17

メートル、到達時間は最短で14メートルとなっ
※

ておりまして、県全体で１万4,360ヘクタールが

浸水すると想定されております。

また、津波や建物倒壊などによる死者は約１

万5,000人、建物の全壊は約８万棟と想定してお

ります。

その想定状況の中で、大津波○山下 寿議員

の発生が想定されています。想像してくださ

い。大地震が発生し、大規模停電が発生、まち

は大混乱、道路は寸断して大渋滞が発生し、車

はほとんど動かない。携帯電話は通じない。こ

※ 128ページに訂正発言あり

令和４年６月17日(金)
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のような状況の中で、どのようにして大津波か

ら県民の命を守れるのでしょうか。

そこで、危機管理統括監にお尋ねします。津

波による人的被害の軽減に向けた減災対策の取

組状況について、お伺いいたします。

本県の南海○危機管理統括監（横山直樹君）

トラフ巨大地震の被害想定におきましては、亡

くなる方のうち約８割が津波によるものとされ

ております。

このため県では、沿岸市町と連携しながら、

津波避難タワー等を26基整備するとともに、民

間ビル等を活用した津波避難場所を約1,300か所

確保したところでございます。

また、住民が迅速かつ安全に避難できるよ

う、市町村が行う避難場所や避難路、避難階段

などの整備に対し、補助を行っております。

今後とも、防災イベントや出前講座などにお

いて、津波からの避難に関する意識の啓発を行

うとともに、沿岸市町と連携し、被害の軽減に

向けた取組を進めてまいります。

津波タワー等、避難施設が整○山下 寿議員

備されているという現状をお聞きすることがで

き、少し安心しました。

でも、どんなに立派な施設があっても、住民

が避難してくれなければ、避難施設としての意

味がありません。極めて混乱した状況の中で、

避難するべきかとどまるべきか、避難するなら

どこに行くべきなのか、ほとんどの県民が迷う

ことだと思います。このとき、より適正な行動

を取るために必要なのが避難訓練である、その

蓄積であると考えます。

そこで、危機管理統括監にお尋ねします。緊

急事態における、県民のより適切な行動態様を

期するべく、今後は避難訓練などの実施が重要

だと考えるが、県の取組についてお伺いしま

す。

津波から安○危機管理統括監（横山直樹君）

全な場所に迅速に避難するためには、日頃から

の訓練が大変重要であります。

このため県では、市町村や自治会が実施いた

します避難訓練に要する費用に対しまして補助

を行っておりますほか、毎年11月の「津波防災

の日」に合わせ、県民一斉防災行動訓練「みや

ざきシェイクアウト」を実施しております。

また、今年11月に日南市をメイン会場として

実施する予定の県総合防災訓練では、南海トラ

フ巨大地震の発生を想定し、道路上の瓦礫の除

去や救助・救急活動、災害医療活動などの実動

型訓練に加え、住民の避難訓練を行う予定であ

ります。

今後とも、地域を巻き込んだ効果的な避難訓

練が実施されるよう、沿岸市町と連携してまい

ります。

なお、先ほど私の答弁の中で、最短時間が14

メートルと申し上げましたが、14分と訂正させ

ていただきます。申し訳ありません。

今、答弁がありましたよう○山下 寿議員

に、やっぱり避難訓練が一番大事だと思うんで

すね、訓練が。しかし、いろいろ訓練を主催す

る人たちに聞くと、その訓練に協力してくれる

人は、限られた人がいつも訓練に出てくると。

なかなか出てこないんだというような話を聞き

ます。ぜひ、本当に強制力のあるような訓練を

催さないと、なかなか戸惑うんじゃないかなと

思って心配するところです。どうぞ、そのあた

りもよろしくお願いしておきます。

最後に、学校教育の現場における状況につい

てお伺いします。

公立学校の施設は、児童生徒の学習や生活の

場であるとともに、地震などの災害時には地域
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住民の避難場所等になることから、耐震化に

よって安全性を確保することが極めて重要であ

ると認識しております。宮崎県においても、国

からの補助を受け、耐震補強工事や改築工事が

進められてきました。

明日にでも発生するか分からない南海トラフ

巨大地震から、宮崎県の未来を担う子供たちを

守るためにも、早期に耐震化率100％の達成が必

要であります。

そこで、教育長にお尋ねします。県内の公立

学校における耐震化の状況についてお伺いしま

す。

平成７年の阪神・○教育長（黒木淳一郎君）

淡路大震災以降、公立学校の耐震化に取り組み

まして、県立学校につきましては、平成25年度

までに全ての施設の耐震化を完了しておりま

す。

また、市町村立学校につきましては、耐震化

の必要な施設が３棟残っておりましたが、昨年

度、計画どおり全て建て替え工事が終了したと

ころであります。このことによりまして、県内

の公立学校における耐震化は100％完了しており

ます。

ありがとうございます。公立○山下 寿議員

学校の耐震化が100％達成は立派なものです。私

の孫たちが安心して学校に通える環境を整備し

ていただいていることに、感謝いたします。

質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

次は、濵砂守議員。○中野一則議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主○濵砂 守議員

党、西都市・西米良村選出の濵砂守です。久々

の一般質問であります。通告に従い、順次質問

いたしますので、よろしくお願いいたします。

例年、５月のゴールデンウイークの半ばに

は、西米良村小川で開催されるカリコボーズの

山菜まつりに合わせて、ダム湖のほとりで、地

域の人を交えて、新緑をめでる会を開催してお

りましたが、コロナ禍でもう３年ほど休んでお

ります。

今年は人混みを避けて、西都市東米良の岩井

谷小学校跡地に、知人とともに新緑鑑賞に訪ね

ました。この地は、西都市街から車で国道219号

を西に約30分進んだところにあります。廃校マ

ニアの間では人気の場所で、映画のロケ地にも

なりました。

35年前の昭和62年に廃校になった校舎は、し

ばらくキャンプ場として使用されていました

が、今は老朽化が進み、スチール製の柵が作ら

れ、入り口には南京錠がかけられています。付

近には廃墟となった教職員住宅が傾いて立ち、

まさに人の住んでいない、ぽつんと一軒家であ

ります。

ふるさとはいいものであります。そこには春

ならではの自然の恵みがあふれておりました。

見上げれば、急峻な山あいに見渡す限りの新緑

が広がります。学校敷地のすぐ横には、広大な

山林の至るところから湧き水を集めた尾八重川

が流れ、透き通った川底には小石がきらきらと

光ります。

この川は、春には渓流釣り、夏になると市内

外からの涼を求めたたくさんの親子連れでにぎ

わいます。澄んだ空気と山の香り、ゆっくり流

れる時間、水は澄み渡ってさらさらと優しい音

に変わり、まさに「命のゆりかご」でありま

す。

かつてこの地には、たくさんの人が住んでお

りました。戦後、工業化に力点を置いた日本の

政治は、高度経済成長期を迎え、地方から都市

へという人口の流れを一層強くしました。当

 - 129 -



令和４年６月17日(金)

時、長子にとっては、農家に生まれれば農家を

継ぐことは当たり前のことでありましたが、家

を継がない者は、よく言えば家の束縛がなく、

悪く言えば寄るすべがなく、そうした人々は働

く場を求めて次々に都会に出ていきました。

その後も子供の教育や、長引く木材価格の低

迷で生活は成り立たず、やむなくふるさとを後

にする人が続きました。今はもう誰も住んでお

りません。

現在では、人口の都市集中はさらに進み、過

疎を超えて、地方が人と力を失うことの影響が

心配されております。一方、さらに進む人口の

都市集中が、深刻な問題として取り上げられて

おります。

昨年成立した新過疎法の前文には、「東京圏

への人口の過度の集中により、大規模な災害、

感染症等による被害に関する危険の増大等の問

題が深刻化している中、国土の均衡ある発展を

図るため、過疎地域の担うべき役割は、一層重

要なものとなっている」と記されております。

過疎問題は、過疎地だけの問題ではなく、過密

地の問題でもあるという、新たな認識が示され

ました。人口の都市集中と地方の過疎化の持つ

意味は、今後、社会のリーダーが考えるべき重

大な課題であります。

総務省は、2021年４月に「過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法」が施行された

ことに伴い、2022年度から過疎地域に加わる市

町村が27道府県の65市町村に上ると、今年４月

１日公示しました。これによって過疎地域は、

東京23区を除く全国1,718市町村のうち885とな

り、昭和45年の過疎法の施行以来、初めて半数

を超えました。

新たに全域が過疎地域となる「全部過疎」

は、熊本県人吉市など36市町村、また、平成の

大合併の特例として、合併前の旧市町村に限り

過疎地域とみなす「一部過疎」には、茨城県か

すみがうら市など29市町村が、新規に追加され

ました。

本県においても、新たな過疎法が施行された

ことに伴い、令和３年度から令和７年度までの

「宮崎県過疎地域持続的発展方針」に向けた施

策の指針が示されました。

本県の過疎地域は、県内26市町村の約６割

の16団体が指定されており、令和２年の国勢調

査による本県の過疎地域の人口は、全体の

約12.8％、面積については約46.3％を占めてお

り、本県において過疎地域の持続的発展は、県

政の重要課題であると位置づけております。

本県における過疎地域の活性化対策について

は、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が

制定されて以来、令和元年度まで約３兆864億円

と巨額の投資が行われております。

そこで、過疎法が制定されてから約50年が経

過し、その間、約3.1兆円を投じた本県の過疎対

策はどのような成果を上げてきたのか、知事に

お伺いいたします。

次に、2020年の国勢調査によれば、全国1,718

の市町村のうち、離島などを除いて、日本で一

番人口が少ない村は、奈良県の野迫川村の357人

でありました。交通機関は、村営バスが、役場

から奈良交通の接続地まで運行されています

が、平日のみ、１日２往復しかありませ

ん。2021年に、村内にあった中学校と小学校を

統合し、９年制の義務教育学校を開校してお

り、山村留学生を含む全校生徒は11名、村議会

議員は７名、診療所があり、派遣医師が１名、

金融機関は郵便局だけです。

本県の人口が一番少ない村は、西米良村

の1,000人であります。現在は当然切っておりま
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すけれども1,000人で、全国1,683番目、離島を

含めて、少ないほうから36番目です。次が、諸

塚村の1,486人で、全国1,651番目、次いで椎葉

村の2,503人で、全国で1,590番目となっており

ます。

３村とも、平成の大合併で自立の道を選びま

した。どの村も独自の施策で、人口減少と闘い

ながら頑張っていますが、減少に歯止めがかか

りません。３村合わせても人口は4,989人、県人

口の0.47％です。元気な村づくりに向けて、

しっかり支えていかなければなりません。

今後、人口減少、少子高齢化が進む中、小規

模自治体の振興策をどのように進めていくの

か、知事にお伺いいたします。

壇上での質問はこれまでとし、以下は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、過疎対策の成果についてであります。

県におきましては、過疎地域対策緊急措置法

が制定されて以来、国、市町村と一体となっ

て、過疎債や各種支援制度を活用し、過疎地域

の道路交通網、生活環境、生産基盤の整備に取

り組むとともに、教育や医療の確保など、過疎

地域の持続的な発展のため、総合的に対策を

行ってまいりました。

こうした取組の結果、過疎地域における道路

や水道、通信インフラなどの生活基盤の整備に

ついては、非過疎地域との格差は依然としてあ

るものの、一定の成果があったものと考えてお

ります。

また、そのほかにも、地域を担う人材の育成

や地域間交流の推進、医師確保対策など、様々

な取組により地域住民の暮らしの安定に寄与し

てきております。

一方で、議員御指摘のとおり、近年、過疎地

域においては人口減少が急激に進行しており、

地域活力の低下が懸念される状況にあるものと

認識しております。

次に、小規模自治体の振興策についてであり

ます。

こうした自治体は、豊かな自然、また農林水

産資源の供給、国土保全、極めて重要な役割を

果たしているところでありますが、人口減少が

進む中で、買物、交通、医療、福祉など、暮ら

しに必要な機能・サービスの確保が厳しくなり

つつあります。

このため、県におきましては、市町村や地域

住民と一体となって、複数の集落が連携して日

常生活の機能を確保する「宮崎ひなた生活圏づ

くり」に取り組みながら、医療、介護、防災等

のセーフティーネットの構築など、地域住民が

将来にわたり安心して暮らすことのできる環境

づくりを進めております。

また、担い手の育成・確保対策として、移住

定住の促進や就業環境の整備、さらには、地域

資源やデジタル等の新技術を活用した、稼ぐ力

の向上などにも取り組んでいるところでありま

す。

今、コロナ禍にあって、地方回帰の動きがご

ざいます。これを確かなものとして持続させて

いくこと、これも極めて重要だと考えておりま

す。

今後とも、これらの取組を中心に据え、さら

に厳しさの増す５年後、10年後の将来を想定し

ながら、地域が維持・存続できるよう、効果的

かつ継続的な対策を進めてまいります。以上で

あります。〔降壇〕

それでは、質問者席から、ま○濵砂 守議員

ず総務部長にお伺いいたします。
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過疎地域に指定された自治体は、財政措置の

対象となります。過疎対策事業債の元利償還金

の７割が、国の地方交付税で措置されます。令

和４年度の国の予算額と、本県における近年の

過疎対策事業債の活用状況について、総務部長

にお伺いいたします。

過疎対策事業債の○総務部長（渡辺善敬君）

国の令和４年度予算額につきましては、全体

で5,200億円が計上されております。

本県の市町村において、起債額は、令和元年

度及び２年度は約60億円、令和３年度は約55億

円であります。

当該事業債は、過疎法の規定に基づきまし

て、過疎地域の市町村が定める計画に位置づけ

られた事業について活用できるものであり、充

当率は100％で、国庫補助等の対象となっている

事業についても充当可能であり、元利償還金

の70％が交付税措置される有利な地方債であり

ます。

令和３年度の活用状況につきましては、市町

村道などの整備や、道の駅などの施設整備の

ハード分に約43億円、観光や企業立地といった

産業振興等のソフト分に約12億円が充てられた

ところであります。

次に、総合政策部長にお尋ね○濵砂 守議員

いたします。

過疎対策が始まって50年以上が経過する中

で、過疎地域のいずれの自治体でも、移住・定

住人口の増加や、観光や交流人口の増加、ふる

さと納税などによる関係人口の増加を目指して

きました。

しかし、今後は、日本全体の人口が減少する

中で、人口の増加だけを目指す要素には限界が

来ております。学校や病院、交通機関など、将

来像を描けなくなっております。言わば、下り

坂、下り方を模索し、最小限の人材で地域を維

持していくための政策が必要かと思います。

過疎地域を力強く継続するための新たな地域

振興策の策定について、総合政策部長の見解を

伺います。

本県の人口○総合政策部長（松浦直康君）

は、令和２年の国勢調査におきましても、若年

層の大幅な減少が見られるなど、長期的な人口

減少の流れは避けられない状況にありまして、

少子高齢化の特に厳しい過疎地域では、安心し

て暮らし続けるための対策が急務となっており

ます。

こうした中、今年度は、中山間地域振興計画

の見直しを行うこととしておりますが、人口減

少下においても、地域における日常生活が維持

・存続できるような視点が重要であると考えて

おります。

このため、これまで取り組んでまいりました

地域の基盤づくりに加え、現在、県内各地で取

組が進みつつある地域移動手段の確保や担い手

の育成・確保といった、まさに今対応すべき重

点課題への対応について、しっかりと検討して

まいります。

これから、どこかが増えれば○濵砂 守議員

どこかが減る。全体は減少していく。下り坂を

進んでいくことになります。遭難しないよう

に、迷子にならないように、しっかりとした道

しるべをつくっていただくように、よろしくお

願いいたします。

次に、空き家対策について伺います。

何らかの理由で住む人がいなくなった空き家

がそのまま放置され、廃墟化するという問題が

起きています。県内のどこの市町村を訪ねて

も、道沿いに、明らかに維持管理されていない

空き家や廃墟となった家屋が目につきます。
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せっかくまちおこしや景観づくりに努力をされ

ていても、一瞬にして街のイメージをダウンさ

せてしまいます。道路沿いに目につくのですか

ら、実際にはかなりの数の空き家が存在してい

ると思われます。

空き家・廃墟の問題は、人口減少、少子高齢

化の進む中山間地だけでなく、県内の全地域に

おいて、避けては通れない問題となっておりま

す。もちろん、この問題は県だけで解決できる

問題ではなく、地域住民や市町村と協力し、ど

のように取り組んでいくかということを考える

必要があります。

空き家が廃墟となり、街の景観を壊し、環境

を悪くしていく実態を解決するためには、何ら

かの対策が望まれますが、知事の考えをお聞か

せください。

県内の空き家につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、人口減少、少子高齢化を背景として増

加してきております。適切に管理されていない

空き家の増加は、防災、衛生、景観等の観点か

ら、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす

こととなり、重要な問題であると認識しており

ます。

空き家対策につきましては、まずは所有者に

よる適切な管理を促すとともに、所有者不明で

危険なものについては市町村が除却するなど、

現状に応じた対応が必要と考えております。

空き家対策の実施主体は市町村ということに

なっておりまして、この対策を着実に行うた

め、県におきましては、市町村に対し、実態調

査や、総合的な計画であります空家等対策計画

の策定を促すとともに、必要となる情報提供や

助言等の支援を行っているところであります。

今後とも、市町村と十分な連携を図りなが

ら、空き家対策に取り組んでまいります。

次に、総務部長に伺います。○濵砂 守議員

空き家・廃墟の撤去が進まない要因として、

住宅用地に対する固定資産税の特例がありま

す。土地の上に建物があると税金が安いという

ことです。廃墟であっても住宅並みに課税標準

額が抑えられたままであり、建物を壊して更地

にすれば、土地の課税が最大６倍になるという

現状があります。

そこで、例えば建物を取り壊しても一定期間

土地の税金を据え置くなど、課税者である市町

村と連携した対応はできないものか、総務部長

にお尋ねいたします。

議員御指摘のとお○総務部長（渡辺善敬君）

り、税の観点からも、空き家対策について考え

ることは重要であると考えております。

このため、直近では、平成27年に施行された

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基

づき、適切な管理が行われず除却等の勧告を受

けた特定空家等に係る敷地につきましては、住

宅用地特例の対象から除外しまして、御指摘の

税金が安いという状態をつくらない措置が講じ

られました。

また、空き家等を撤去した場合に、言わば税

金が高くなるという状態を防ぐため、県内外の

自治体において、一定期間、固定資産税を減免

する取組も見られております。

県としましては、そうした事例の情報提供を

はじめとする助言などを行いまして、市町村と

の連携を強化し、空き家対策を進めてまいりま

す。

次に、県土整備部長に伺いま○濵砂 守議員

す。

倒壊等、保安上危険な空き家、衛生上有害な

空き家、景観を損なっている空き家が問題化す

る中で、平成26年に、「空家等対策の推進に関
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する特別措置法」が、議員立法にて成立してお

ります。

このことで、市町村は、所有者等に対する除

却等（助言・指導、行政代執行等）ができるよ

うになりましたが、本県の市町村における空き

家対策条例の設置状況についてお尋ねいたしま

す。

本県において○県土整備部長（西田員敏君）

は、昨年度までに21の市町村が、空き家対策に

係る条例を制定しております。

市町村で条例を制定することにより、空き家

の適正な管理や、緊急的な安全措置等の実効性

のある空き家対策を進めることができることか

ら、県としましては、引き続き、残りの市町村

に対し条例の制定を促すとともに、必要な助言

を行ってまいります。

ありがとうございます。○濵砂 守議員

次に、宮崎県を代表する日本遺産、西都原に

ついてお尋ねいたします。

西都市・宮崎市・新富町・高鍋町の西都原古

墳群、生目古墳群、蓮ヶ池横穴群、新田原古墳

群、持田古墳群の保存状態のすばらしさや、古

墳の規模や形の移り変わりによる豪族たちの栄

枯盛衰をまとめたストーリーが、平成30年、宮

崎県で初めて日本遺産に認定され、４年になり

ます。

日本独自の形である前方後円墳という古墳が

造られた時代、宮崎平野でも、西都原古墳群を

はじめ、多くの古墳が造られました。古墳のあ

る景観は、時の移ろいの中でさま変わりします

が、西都原古墳群は、東西2.6キロメートル、南

北4.2キロメートルの範囲に300基以上の古墳が

存在する、全国屈指の大古墳群であります。

特徴は、古墳の形がよく残され、木々も生い

茂ることもなく、1400年以上前の古墳が造られ

た頃に最も近い景観が、今保たれていることで

あります。

中でもひときわ大きいのが、女狭穂塚古墳と

男狭穂塚古墳で、南九州の雄として圧倒的な威

容をたたえております。古墳の周りに建築物が

ほとんどない風景は全国唯一で、かつては100万

人以上の観光客が訪れていましたが、ここ数

年、コロナ禍の影響もあり、観光客は40万人台

にまで減少しています。

西都原は宮崎県の大事な観光資源であります

が、今後のコロナウイルスを踏まえた新しい観

光振興策について、商工観光労働部長にお尋ね

いたします。

西都原○商工観光労働部長（横山浩文君）

は、日本遺産に認定されている貴重な古墳群に

加え、豊かな自然景観と日向神話に彩られた、

本県を代表する観光地であります。

具体的には、男狭穂塚や女狭穂塚など、古墳

そのものの歴史的価値に加え、西都原考古博物

館では、充実した展示でその魅力を紹介してお

ります。

さらに、コロナ禍においてアウトドア志向が

高まる中、季節の花々やサイクリングなど、１

年を通して屋外で楽しめる魅力もあり、ウイズ

コロナにおける観光地としての優位性が高まっ

ていることから、これらについてしっかり情報

発信をしていくことが重要であると考えており

ます。

また、西都原を訪れた方々に、県内各地の観

光情報をお伝えするために設置しております２

基の観光案内板につきましても、今年度、最新

の情報に更新する予定にしており、今後、より

多くの観光客に利用していただけるよう、地元

西都市などとも連携をしながら取り組んでまい

ります。
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次に、特別史跡公園西都原古○濵砂 守議員

墳群をはじめとする古墳群の世界文化遺産登録

について、教育長にお尋ねいたします。

本県では、「西都原古墳群をはじめとする南

九州の古墳群」の世界文化遺産登録に向けて、

これまで様々な取組を行ってきました。2013年

度から、年に一度、世界文化遺産としての南九

州の古墳文化を考えるシンポジウムを開催する

などして、県内外の関係自治体を巻き込みなが

ら、将来の登録を目指して情報の発信を進めて

まいりましたが、令和２年以降は休止をしてお

るようであります。

近年のコロナ感染症対策のため、県内外から

の行動制限で交流が途絶え、訪れる観光客も激

減して、西都原の世界文化遺産登録について

は、地元でもいま一つ盛り上がりに欠けます。

西都原古墳群の世界文化遺産登録について、

最近の県の取組はどのような状況なのか、教育

長にお尋ねいたします。

「西都原古墳群を○教育長（黒木淳一郎君）

はじめとする南九州の古墳群」は、優れた歴史

的景観や墓の形態の独自性など、南九州特有の

古墳文化として、国内外から高い評価を受けて

います。

県教育委員会では、古墳群の価値や評価をさ

らに高めるため、コロナ禍におきましても、古

墳の調査や関係自治体との勉強会のほか、県内

外での市民向け講座やパネル展示を行うなど、

情報発信に取り組んでまいりました。

こうした中、昨年７月に、高鍋町の持田古墳

群が、さきに認定された西都原古墳群を含む日

本遺産に追加認定されましたことは、世界文化

遺産登録に向けた取組の成果と考えておりま

す。

今後も、日本遺産による地域振興の取組を生

かしながら、関係自治体と一体となって、世界

文化遺産登録に向けた機運醸成に努めてまいり

ます。

ありがとうございます。よろ○濵砂 守議員

しくお願いします。

次に、林業振興について、環境森林部長にお

尋ねいたします。

令和３年版の森林・林業白書は、森林資源の

持続的な利用で脱炭素社会に寄与するグリーン

成長の実現に意欲を示しておるとともに、戦後

に植えた人工林は、本格的な伐期を迎えてお

り、山から得られる富を再び山に戻し、山村振

興につなげることが重要だとしております。

日本の森林は、約４割を杉やヒノキなどの人

工林が占め、一般的な主伐期である50年生を迎

える人工林が過半数を超えております。昨年

は、アメリカを起源とするウッドショックと言

われる輸入木材の価格の高騰で、国産材の需要

が高まり、原木や製品価格が上昇し、木材自給

率も、半世紀ぶりに４割台まで回復しました。

木材価格の高騰によって、日本で木材の国内

生産を拡大すべきとの主張がありますが、木材

の生産には50年以上の長期間を要するという事

情があります。木材供給については、短期間に

山の木を伐採してしまうと、森林資源が減少

し、将来の供給に問題を残します。

森林所有者は、適期を迎えた木を伐採した

後、その跡地に植林するかどうかを、将来の収

益を予想して決定いたします。その際参考とな

る指標は、現在の山元立木価格であります。

ところが、白書では、山元立木価格は製品価

格の１割程度であり、丸太価格に占める立木価

格の割合は、1980年代には約６割であったもの

が、今では２割程度へ低下しております。

問題は、林業に適した場所であっても、現在
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の山元立木の価格では再造林に必要な費用を賄

えないことから、伐期後の再造林が、主伐面積

の３割から４割程度にとどまっていることにあ

ります。白書では、森林所有者の造林意欲を引

き出すために、十分な立木価格の実現が必要と

指摘しております。

本県における山元立木価格の実情と、素材生

産及び運搬経費、木材価格について、環境森林

部長に伺います。

一般財団法人○環境森林部長（河野譲二君）

日本不動産研究所において、毎年３月末現在の

原木市場における、直径20センチメートルか

ら22センチメートルの丸太価格から、素材生産

及び運搬経費を差し引いた１立方メートル当た

りの立木価格、いわゆる山元立木価格を公表し

ており、令和３年の本県杉の価格は2,887円と

なっております。

また、林野庁が公表しております、令和２年

の本県杉１立方メートル当たりの素材生産費

は5,368円、運搬経費が1,629円となっており、

合わせた経費は6,997円となります。

また、宮崎県森林組合連合会の原木市場にお

ける木材価格の平均は、比較対象となる令和３

年３月の価格は１立方メートル当たり１万1,000

円でありますが、令和３年度の平均価格は１

万4,800円であります。

令和３年度の１立方メートル○濵砂 守議員

当たりの原木市場の価格は、平均で１万5,000

円、素材生産費と運搬経費を合わせた費用は

約7,000円、山元立木価格は3,000円でありま

す。この差引き8,000円との差額がどこに行って

いるのか分からない。林業経営者に還元されな

ければならないお金であります。ここで価格の

問題は追及しませんけれども、今後の林業政策

にしっかりと盛り込んでいただきますように、

お願いいたします。

引き続き、環境森林部長に伺います。

木材は伐採されてから丸太、製材品と形を変

えて流通し、最終的に建材用として利用されま

す。川下の製材などの製品価格は安定的に推移

しているのに、原料である丸太の価格は長期的

に低下してきました。1980年のピーク時から40

年間で、杉の丸太価格は３分の１まで、ヒノキ

の丸太価格は４分の１に下がりました。

高性能機械の導入により、伐採、運搬等のコ

ストを小さくすれば、山元立木価格が上がるは

ずなのですが、上がっておりません。

山林経営者の収益を向上させて持続的な林業

とするためには、山元立木価格を上げることが

必要であります。県ではどのような対策を講じ

ていかれるのか、環境森林部長にお尋ねいたし

ます。

再造林を推進○環境森林部長（河野譲二君）

するためには、山元立木価格が、山林経営に必

要な経費を上回ることが必要不可欠であると認

識しております。

このため県では、林業事業体に対して、高性

能林業機械の導入支援を行うとともに、森林施

業の適正な収支を提示できる森林施業プラン

ナーの確保などを指導しているところでありま

す。

これらに加え、森林所有者が適正な立木価格

を交渉できるよう、現状の原木価格や県営林の

立木価格などの情報について、市町村や森林組

合等と連携し、森林所有者への周知を強化して

いく必要があると考えております。

また、今年度、林業事業体等に対し、立木販

売や原木伐採流通コストについて聞き取り等を

行う調査事業にも取り組むこととしておりま

す。
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今後とも、持続可能な林業の確立に向けて、

現状把握を行いながら、効果的な施策の推進に

努めてまいります。

よろしくお願いいたします。○濵砂 守議員

次に、林業従事者の確保について、環境森林

部長に伺います。

森林・林業白書によると、林業の年間平均給

与は、平成29年で343万円と、全産業平均より

も100万円ほど低く、その上、作業中の死亡事故

割合では、令和２年の数値で、全産業平均の10

倍以上とされております。

まずは、雇用の安定と林業の安全対策が必要

であります。若者や女性に魅力のある産業に脱

皮するために、スマート林業の加速を進めてお

ります。本県におけるスマート林業の取組状況

について、環境森林部長にお尋ねいたします。

本県の持続可○環境森林部長（河野譲二君）

能な森林経営と林業・木材産業の成長産業化を

図るためには、スマート林業の推進は大変重要

であると考えております。

このため県では、今年３月にスマート林業推

進指針を策定し、ＩＣＴを活用した機械の導入

等により、軽労化や省力化、労働生産性の向

上、労働災害発生の未然防止などの取組を推進

していくこととしております。

具体的には、ドローンを使った苗木等の運搬

や、レーザー計測による森林資源の把握、遠隔

操作が可能な下刈り機械の導入や、山間部でも

活用しやすい通信技術を用いた安全対策などに

取り組むこととしております。

県といたしましては、林業が若者や女性にも

参入しやすい魅力ある産業となるよう、スマー

ト林業を積極的に推進してまいります。

次に、白書では、森林組合の○濵砂 守議員

役割について、意欲と能力のある林業経営者と

して位置づけており、森林管理と木材販売の強

化を通して、山村への一層の利益還元を目指す

べきだと注文しています。まさにそのとおりで

あります。

過疎化と高齢化により集落が弱体化し、放置

された森林の管理や、間伐などの森林整備を含

め、森林組合の役割はますます重要なものにな

ると思われます。本県における森林組合への期

待と役割について、環境森林部長にお伺いいた

します。

本県の森林組○環境森林部長（河野譲二君）

合は、平成13年度までの合併により８組合に

なって以降、自ら経営改善と体質強化に取り組

み、事業規模を拡大するなど、経営の発展に努

められてきたところであります。

その取組は、造林や下刈りの森林整備にとど

まらず、スマート林業の推進や原木の海外輸出

など、多様で先駆的な事業を展開されており、

県としましては、地域における林業・木材産業

施策の重要な担い手であると考えております。

さらに、今後は、意欲と能力のある林業経営

者として、森林所有者自らが経営管理できない

森林を市町村に管理委託する森林経営管理制度

の中心的な役割を担うことを期待しており、ま

た、山元への一層の利益還元を進めるなど、森

林所有者の協同組合としての役割をしっかり果

たしていくことを、期待しております。

本県の林業は、31年連続して○濵砂 守議員

杉の丸太生産、素材生産が１位でありますが、

豊作貧乏では困りますので、しっかりとした政

策を持って、宮崎県の林業を支えていただきま

すように、よろしくお願いいたします。

次に、農業振興について知事に伺います。

５月31日、環境農林水産常任委員会の県北地

区調査で、ＪＡ西都新規就農者定着支援ハウス
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団地を調査いたしました。この施設は、西都

市、ＪＡ西都、県が連携した事業で、相談から

就農までをトータルサポートしております。

まず準備ステージで、就農希望者に対し適性

を確認し、次に研修ステージとして、優良農家

で農業実践研修や座学研修、農家交流等を経験

させ、さらに就農ステージとして、ＪＡトレー

ニングセンターで、独立経営を目指した栽培技

術を最大２年間習得した研修生が、新規就農者

となります。

就農者は、農地とハウスを20年間のリースで

借り受け、経過後は個人の所有物となります。

既に、移住者を含んだ新規就農者４組が、７月

からピーマンの作付を予定しております。

施設園芸産地を維持すること、新規就農者の

確保を図ることが目的です。初期投資がなく、

倉庫や作業場などの共同利用施設の利用や、同

じ条件の新規就農者が、技術の共有と向上を目

指せるメリットがあります。

総事業費は約２億3,000万円、国・市の補助金

は50％、残りが個人の負担です。もう少し安く

できなかったのかとの質問に対し、ＪＡは、ハ

ウス建築に当たっては、補助制度上、施設等の

併設が条件となり、クリアするにはどうしても

建設コストが高額となってしまい、今後は、建

設資材の高騰により、とても同じ費用では取得

が難しいとの話でありました。

施設は、宮崎県では一番普及しているＡＰ２

号改良型ハウスで、総面積100アール、１組当た

りの経営面積は25アール、リース料は年間150万

円で、20年の支払いになります。この規模のハ

ウスでは２人の労力が必要とされます。

問題はこれからでありますが、西都市の10

アール当たりのハウスピーマンの経費及び所得

について、平成28年から令和２年までの５年間

の平均販売金額527万1,000円から変動費と固定

費を引いた差引き所得は、減価償却前で、10

アール当たりで230万6,000円になります。

この数値を基に、新規就農者の資金繰りを試

算しますと、１経営体当たりの経営面積は25

アールですから、差引き剰余は576万4,000円に

なります。ここから150万円のリース料の支払い

が生じる上に、新規就農者には、ハウス以外に

もトラックやトラクター等の資本装備や雇用労

賃も多く必要となり、その支払いが追加されま

す。２人で576万4,000円であります。

また、最近の資材価格の高騰等の影響による

経費の増加や、計画どおりの収入を上げられな

い場合の収益減も懸念されます。この収益で

は、とても安心できる金額とは言えません。十

分な自己資金がない中での新規就農は、非常に

厳しいと思われます。

そこで、新規就農者の確保に向け、なお一層

の支援が必要と思われますが、知事の考えをお

示しいただきたいと思います。

本県農業の担い手の減○知事（河野俊嗣君）

少・高齢化が進む中で、新規就農者の確保は、

持続可能で魅力ある「みやざき農業」を実現す

る上で大変重要な課題であると認識しておりま

す。

新規就農者の確保に当たりましては、経営開

始に必要な初期投資が大きな課題となってお

り、さらに、近年の資材価格の上昇などが拍車

をかけ、経営環境が厳しさを増す中、本県で安

心して就農できるよう、なお一層、支援の充実

を図ることが必要と考えております。

このため県では、本年創設しました「みやざ

き新規就農者育成総合対策事業」におきまし

て、経営安定に必要な資金として、150万円を最

大３年間交付するとともに、農業機械等の導入
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に対する支援も実施しているところでありま

す。

今後も関係機関・団体と連携し、新規就農者

に寄り添い、切れ目ない支援を行うことで、本

県農業の将来を支える担い手を確保してまいり

ます。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

次に、農政水産部長に伺います。

西都市の平均的なピーマン農家の経営分析を

見ると、動力光熱費と荷造運搬費が販売金額

の40％以上を占めています。

ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や円安

の影響で、資材や燃料、肥料などの価格が高騰

した上に入荷も不安定になっており、新規就農

者のみならず、ＪＡをはじめ農業者全員が不安

を抱えています。

今後の見通しと対策について、農政水産部長

に伺います。

燃油や肥料、○農政水産部長（久保昌広君）

農業用資材の価格は急激に高騰しており、燃油

は、今後も高止まりが継続することが予想さ

れ、資材は、秋にかけて３割の値上げが見込ま

れております。また、化学肥料は、夏以降に５

割以上の値上げが予定されているなど、今後

も、このような状況が続いていくものと懸念さ

れております。

調達につきましては、輸出国による禁輸措置

等により、原料の確保が不安視されている化学

肥料は、国等が原料の調達国の切替えに取り組

まれておりますが、先行きは不透明な状況にあ

ります。

県といたしましては、今議会で承認いただき

ました原油価格・物価高騰等総合緊急対策を早

急に実施し、燃油や被覆資材等の農家負担の一

部支援などを行うこととしており、引き続き、

今後の動向を注視しながら、必要な対策を検討

してまいります。

引き続き、農政水産部長に伺○濵砂 守議員

います。

先ほど話をしましたように、現状での国庫事

業の対象となるハウスは、条件が多く目的や用

途に照らして過剰な設備もあるため、建設コス

トが高くなり、事業利用ができていません。

つまり、共同利用で使う部分が多くて、そち

らのほうに投資を向けるものですから、一緒に

しないと対象になりません。そこで提案なんで

すが、現在使われていないハウスや離農者のハ

ウスなどの中古ハウスをＪＡが取得して、改修

した上で新規就農者にリースするなど、新規就

農者のハウス設備に係る負担軽減に向けた取組

が必要かと思われます。

安いハウスでスタートする、十分使えますか

ら。使わなくなったハウスがたくさん存在して

おります。ぜひ検討いただきたいと思います

が、県の取組について農政水産部長にお伺いい

たします。

県では、新規○農政水産部長（久保昌広君）

就農者の負担軽減に向け、関係機関・団体と連

携し、離農希望者等の中古ハウスなどの経営資

源を新規就農者に引き継ぐ、事業承継を推進し

ております。

この取組の中で、令和元年度から３年度まで

の３年間に、事業承継により新規就農した30名

に対して、ハウスの改修等に要する経費の支援

を行っており、就農時の初期投資が軽減された

ものと考えております。

また、御質問にもありました、ＪＡが中古ハ

ウスを取得し、改修した上でリースする取組

も、支援対象としております。

議員の御指摘にありましたとおり、中古ハウ
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スなどの経営資源を有効活用し、新規就農者の

負担軽減を図ることは重要な取組と考えており

ますので、引き続き関係機関・団体と取り組ん

でまいります。

よろしくお願いいたします。○濵砂 守議員

次に、地域振興、国道219号について、県土整

備部長に伺います。

宮崎市と熊本市を結ぶ国道219号は、九州中央

山地沿線14市町村の経済活動を支える大道脈と

して重要な幹線道路であり、本県では、宮崎

市、新富町、西都市、西米良村がその沿線に存

在します。

本路線は、東九州自動車道の西都インター、

九州縦貫自動車道の人吉インターへのアクセス

道路として、九州の広域道路ネットワークを形

成する上で欠かせない道路ですが、山間部の西

都市、西米良村には未整備箇所が多く、産業、

経済、文化振興の大きな障害となっておりま

す。

沿線の各市町村においては、各種施策を積極

的に推進していますが、これらの施策の連携に

よる地域の活性化と交流促進を図るためにも、

国道219号の早期整備促進が強く望まれておりま

す。

また、毎年台風や大雨のたびに落石などの災

害が発生し、全面通行止めになりますが、この

道路には迂回路がないため、生活道路として利

用している地元民は、いつも不安を抱えており

ます。国道219号の整備状況と今後の見通しにつ

いて、県土整備部長にお尋ねいたします。

国道219号につ○県土整備部長（西田員敏君）

きましては、熊本・宮崎両県の交流促進や産業

振興はもとより、災害時には広域的な救命・復

旧活動や物流を支えるなど、広域道路ネット

ワークを形成する上で重要な幹線道路であり、

本県としても重点的に整備に取り組んでいると

ころであります。

整備状況につきましては、令和２年に西米良

村の小春工区や宮崎市の広瀬バイパスが開通す

るなど、県内延長約70キロメートルのうち約59

キロメートルで、２車線の整備が完了しており

ます。

現在、西都－西米良間において、今年度事業

化した古仏所工区を含め、４か所で交付金事業

による整備を進めており、来年３月までには、

トンネルを含む岩下工区や越野尾工区が完成す

る予定であります。

残る未改良区間については、大規模な橋梁や

トンネルの整備が必要となることから、補助事

業化も見据えながら、今後とも、必要な予算の

確保に努め、早期整備にしっかりと取り組んで

まいります。

補助事業化も見据えてくださ○濵砂 守議員

い。よろしくお願いします。

引き続き、県土整備部長に伺います。

宮崎市佐土原町から西都市までの間は、朝夕

の時間が通勤車で混雑することから、道路拡幅

の要望があります。今後発生が予想される南海

トラフ巨大地震などの大災害時の緊急車両の進

入路・緊急支援物資の搬入路といった、「いの

ちの道」としての役割も大きくなっていること

から、今年２月、西都市区長会から西都市を通

じて、東九州自動車道の西都インターから市街

地までの道路を４車線に整備してほしいとの要

望書が提出されております。その後の取扱いに

ついて、県土整備部長に伺います。

御質問の要望○県土整備部長（西田員敏君）

書につきましては、今年２月に、国道219号を管

理しております西都土木事務所に提出されてお

り、担当課を経由して、私自身も要望内容を確
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認させていただいたところであります。

また、要望書の提出に先立ち実施しました県

・市合同の現地調査においては、西都市議会、

さらには議員御本人にも足を運んでいただき、

要望区間の状況や地元の皆様の切実な思いを直

接聞かせていただいたと報告を受けておりま

す。

このような道路に関する要望等につきまして

は、現状や課題を把握するための貴重な御意見

でありますので、その内容に向き合うことが大

変重要と考えております。

引き続き、県土整備部長に伺○濵砂 守議員

います。

国道219号宮崎市佐土原町から西都市街までの

間は、約20年前の建設当初から、４車線化に向

けての用地が確保されており、現在その用地

は、沿道の草刈りとともに花壇の設置、樹木の

剪定など、県のほうで適切に管理されておりま

す。特に西都インターから西都市街地に向け

て、正面には尾鈴山のすばらしい景観が目に入

ります。

この道路が４車線になれば、道路の機能が充

実するのはもちろんでありますが、さらに街の

イメージアップにつながると、期待もされてお

ります。市民から見れば、舗装するだけの状態

にあるのに、なぜ４車線化できないのだろうか

と、疑問の声も上がっております。県土整備部

長の御意見をお聞かせください。

東九州自動車○県土整備部長（西田員敏君）

道西都インターチェンジから西都市街地までの

約３キロメートル区間につきましては、高規格

道路へのアクセス道路として、暫定２車線で供

用しているところであります。

この区間については、議員御指摘のとおり、

現在、朝夕の一時的な混雑が発生しているもの

の、県内約200か所の主要渋滞箇所に選定されて

おらず、慢性的な渋滞には至っていない状況で

あります。

西都インターチェンジ周辺では、今後、東九

州自動車道の４車線化や、国道10号住吉道路の

整備などが計画されており、交通の流れが変

わっていくことが想定されることから、この区

間の４車線化については、交通量の変化や沿線

の土地利用状況も踏まえながら、検討してまい

りたいと考えております。

ありがとうございました。少○濵砂 守議員

し時間が残りましたけれども、以上で私の全て

の質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○中野一則議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○右松隆央副議長

きます。

次は、坂本康郎議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎○坂本康郎議員

県議団の坂本康郎でございます。通告に従いま

して質問いたします。

沖縄県糸満市にあります県営平和祈念公園を

訪ねますと、沖縄戦で亡くなった20万人お一人

お一人の名前が刻まれた広大な「平和の礎」に

目を奪われます。

そこを訪れるたびに、過去の戦争で人が犯し

た過ちと、犠牲になられた人たちの無念さに思

いを巡らせ、そのあまりにも多くの犠牲者とそ

の場で対面しているような気持ちになります。

私にとりましては、理屈ではなく感情で「戦
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争の悲惨さ」と「平和の尊さ」を教えられた場

所の一つであります。

コロナ禍の影響を受けた全国の中学・高校の

修学旅行の行き先が、沖縄や長崎、広島へと変

化しているといいます。

戦争経験者が語り継いでこられた「平和」へ

の願いが、「平和学習」を通じて次の世代、ま

た次の世代へと受け継がれていくことを心から

願うものであります。

２月24日に始まった、ロシアによるウクライ

ナへの軍事侵攻は、いかなる理由であれ断じて

許し難い侵略行為であります。

今議会冒頭の知事の「早期の終息と対話によ

る平和的な解決を強く求めてまいります」との

言葉には、私も強く同意するものであります。

振り返りますと、もう35年前になります

が、1985年、ペレストロイカを掲げたゴルバ

チョフ旧ソ連共産党書記長が、軍事予算の大幅

な削減と大胆な軍縮提案を行い、1987年に米ソ

間でＩＮＦ（中距離核戦力）全廃条約が締結さ

れ、その後、東西冷戦が終えんに向かってい

く、そのような時代に青春真っただ中を過ご

し、国際協調と理想主義の空気を吸って育って

まいりましたので、今般の軍事侵攻に伴う一連

のロシア首脳の言動には、間違った歴史認識や

指導者としての愚かさを感じます。

一方で、日本への核攻撃を抑止するために、

アメリ力の核兵器を日本に配備し、共同運用す

ることを政策として議論すべきという、安倍元

首相の核共有発言が波紋を呼びました。

これに対して岸田首相は、「核に関する政府

の基本方針に基づき、核共有は認められない。

政府として検討しない」と即座に否定をし、我

が党の山口代表も、「核共有は、長年信頼され

てきた日本の核廃絶、不拡散に向けた取組に不

信感を芽生えさせ、核使用のリスクも高める。

非核三原則を堅持し、安全保障を全うしていく

ことが正しい道」と表明いたしました。

国際的な緊張が高まる中、これからの日本の

安全保障の在り方が問われており、それを論じ

るとき、政治家としての主義主張が大変重要に

なります。

そこで知事に、これからの日本の安全保障の

在り方についてどのようにお考えか、お伺いし

ます。

壇上の質問は以上とし、以降は質問者席にて

行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

ロシアによるウクライナ侵攻など国際情勢の

不安定化によりまして、現在、日本を取り巻く

安全保障環境は厳しさを増してきております。

かつてないほどに、我が国の安全保障の在り方

が問われているものと認識しております。

私としましては、我が国の平和と安全を守る

ためには、まずは国際社会の平和と協調のため

の不断の外交努力が重要であると考えておりま

す。同時に、国として万一の事態に対応するた

めの備えも必要であり、日米同盟を基軸としつ

つ、諸外国との協力関係をしっかりと深めてい

くことも、極めて重要であると認識しておりま

す。

平和外交の取組に対しましては、直接対話の

拡大に加えて、国連をはじめとする国際機関や

関係諸国と連携した国際協調の関係づくりな

ど、地域の緊張緩和に向けた重層的な対話が重

要であります。

外交防衛など国家の安全保障に関することは

国の専管事項であります。国におきましては、

引き続き、アジア太平洋地域における安定した
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平和と秩序づくりに積極的な役割を担っていた

だくとともに、国民に対しても、安全保障の在

り方につきまして、丁寧な説明をいただきたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○坂本康郎議員

た。

次に、新型コロナウイルス感染症対策につい

て質問いたします。ここでは、直近の感染状況

と対策について、特に予算措置がなされている

ものに絞って質問させていただきます。

まん延防止等重点措置が解除された３月４日

以降、一旦はそのまま鎮静化すると期待された

本県の感染者数は、３月末から再び増加に転

じ、５月10日には１日で最多の790人の感染を記

録するなど、感染者数の高止まりの状態が続き

ました。

感染の高止まりは、全国的な感染傾向でもあ

りましたが、特に本県におきましては、10万人

当たりの感染者数が全国で上位に位置する状況

が続きました。

県内の感染者数は、直近で減少傾向に入って

おり、そのまま鎮静化していくことが一番望ま

しいわけですが、恐らくは、今後も感染拡大と

縮小を繰り返しながら推移していくものと思わ

れます。

その中で、できる限り県内の感染傾向を掌握

し、知見として次に生かしていくことが重要だ

と考えますが、県では、感染第７波における県

内の感染者数の高止まりと感染割合の高さの要

因をどう評価しているのか、福祉保健部長にお

伺いします。

本県は、年○福祉保健部長（重黒木 清君）

明け以降、爆発的な感染拡大に直面したところ

であり、当初は、全国に比べると比較的感染は

抑えられていたものの、感染が再拡大しました

３月下旬以降は、人口当たりの感染者数が全国

的に見て高い状況が続いたところであります。

全国におきましては、都市部では３月下旬以

降、比較的感染が抑えられている一方で、地方

では、本県と同様に感染が大きく拡大する地域

が見られたところであります。

また、人口当たりの感染者数も、九州をはじ

め、地方の県が全国上位に位置するなど、感染

状況の推移に地域差が生じており、その要因に

つきましては、国からまだ示されていない状況

にあります。

県としましては、県内では、感染力の極めて

強いオミクロン株の影響により、家庭をはじ

め、学校・教育施設や高齢者施設等において感

染の連鎖が継続し、かつてない規模の感染拡大

が長期間続いたものと考えておりますが、全国

的な状況との比較等の要因分析につきまして

は、国の今後の検証結果を踏まえていってまい

りたいと考えております。

ＰＣＲ検査につきまして、無○坂本康郎議員

症状ながら感染の不安を感じる個人について、

今年１月から当面の間は、県内在住者であれば

無料検査を受けることができるようになってい

ます。

このＰＣＲ検査体制の強化については、私も

一般質問や常任委員会でこれまで要望してまい

りました。県の無料検査の実施は、日常生活や

経済社会活動における感染リスクを引き下げる

ことを目的にしています。

私はさらに、市中に潜伏する無症状の感染に

対して検査を通して顕在化させることで、早期

の感染対策を打つことができるのではないか

と、その効果を期待していましたが、実際には

どうでしょうか。

無症状者への無料のＰＣＲ検査の実施効果
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と、検査によって陽性が確認された感染者数の

状況などを、福祉保健部長にお伺いします。

無症状者を○福祉保健部長（重黒木 清君）

対象としました無料検査につきましては、飲食

やイベント、帰省等の活動に際し陰性確認が求

められる方や、感染に不安を感じる県民の方を

対象としておりまして、昨年12月23日の検査開

始以降、半年間で延べ約16万人の方が利用され

ております。

実績につきましては、６月６日から12日まで

の直近１週間で見てみますと、検査を受け

た6,588人のうち100人の陽性が確認されてお

り、これは同じ週の全陽性者1,196人の約８％を

占めております。

感染に不安を感じる県民の方を対象とした無

料検査につきましては、当面の間、継続するこ

ととしており、陰性を確認することにより、安

心して日常生活や社会経済活動を送れるほか、

無症状の陽性者を早期に把握することによる感

染拡大防止についても、効果があるものと考え

ております。

次に、３回目のワクチン接種○坂本康郎議員

について、県内の進捗状況をお伺いします。

本県の３回○福祉保健部長（重黒木 清君）

目のワクチン接種率は、12歳以上の２回目接種

完了者約85万人に対し、６月15日現在で77.5％

となっており、このうち、20代では55.2％、30

代では58.4％と、若い世代への接種率の向上が

課題となっております。

また、５歳から11歳までの小児につきまして

は、今年３月から開始され、対象人口約７万人

に対し、２回目の接種率が17.3％となっており

ます。

ワクチン接種につきまして○坂本康郎議員

は、始まった当初から、接種を不安視する声、

意見がありました。私どもは、最新の知見を基

にした上で、打つよりも打たないほうがリスク

が高いという判断から、これまで接種を進めて

まいりました。

本県のワクチンの接種状況と、感染の高止ま

りや感染割合の高さとの関連性を県ではどう評

価しているのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

ワクチンの○福祉保健部長（重黒木 清君）

接種と感染者数、感染割合との関連性につきま

しては、全国的に見て、現時点では必ずしも接

種率の高い地域が感染割合が低いという結果に

はなく、今後、接種の状況を見極めていく必要

があるものと考えております。

一方で、先に接種が進んだ高齢者につきまし

ては、感染者が急増した状況におきましても、

その感染割合は低下していったことから、オミ

クロン株への３回目のワクチン接種には一定の

感染を予防する効果があるものと考えておりま

す。

新型コロナの後遺症につい○坂本康郎議員

て、５月13日に行われた知事の定例会見で後遺

症の症状例が示され、若い世代に発症事例が多

いこと、３回目のワクチン接種が後遺症に効果

があることに触れられております。

現時点でそれ以上の情報提供がなされていな

いようですが、後遺症について県の取組を福祉

保健部長にお伺いします。

本県におけ○福祉保健部長（重黒木 清君）

るコロナ後遺症の状況につきましては、現時点

では全体が把握できている状況にはありません

が、国におきましては先日、新型コロナの中等

症以上の患者756人を対象にした実態調査の結果

が公表されておりまして、診断から１年後も

約13％に何らかの後遺症が残り、主な症状とし
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て、睡眠障害、筋力低下、呼吸困難感、思考力

低下、倦怠感などがあったとのことでありま

す。

コロナの後遺症につきましては、発症の原因

や実態が明らかになっていない面が多く、今後

も国において研究が進められることとなってお

ります。

後遺症には様々な症状がありますことから、

県では、まずはかかりつけ医などの身近な医療

機関に御相談いただきたいと考えておりますけ

れども、今後、関係機関と連携し、より専門的

な医療機関を受診できる体制づくりを検討して

まいります。

また、ワクチン接種によりまして、後遺症の

リスクが低減するとの国の報告もありますの

で、引き続き、県民の皆様に対しまして、積極

的なワクチン接種の検討を呼びかけてまいりた

いと考えております。

広島県のホームページには、○坂本康郎議員

昨年12月に実施された広島県内の後遺症の実態

調査が掲載されています。

それによりますと、「後遺症がある」と答え

た割合が感染者の34%、そのうち15％が「休職等

で感染前の生活ができない」と答えており、社

会生活への影響がうかがえます。

症状では、倦怠感が最も多く52%、次いで、息

切れ・息苦しさ、嗅覚障害、味覚障害、抜け毛

などとなっております。

また、ワクチン接種の効果について、ワクチ

ンを接種していない場合の後遺症の発症率が高

いこと、接種している人のほうが、後遺症が発

症しても半年以内に改善した割合が高いことも

明らかになっております。

本県におきましても、同様の状況が予想され

ますので、後遺症の実態把握に努めていただ

き、先ほどおっしゃっていただきました、医療

機関を受診する目安や方法なども含めた、県か

らの積極的な情報発信を希望いたします。

次に、経済対策について質問いたします。

燃料費や資材価格の高騰による影響が大きい

とされた農林水産業や交通・物流事業者、宿泊

業者へ、素早い対応で支援措置が取られたこと

を大変評価いたします。

今回、原油価格と物価高騰対策を構築するに

当たり、県内事業者への影響をどのように把握

されたのか、知事にお伺いします。

昨今の原油価格や物価○知事（河野俊嗣君）

の高騰は、県内の各産業に広く影響を及ぼすこ

とが懸念されましたことから、今議会で認めて

いただきました対策の検討に当たりましては、

業界団体等との意見交換を行うとともに、事業

者向けの相談窓口を設置するなど、県内事業者

の生の声に耳を傾けながら、実情の把握に努め

たところであります。

交通・物流事業者からは、燃料費高騰による

負担増が経営を圧迫しているといった意見をい

ただいたほか、農畜水産業者からは、施設園芸

の暖房費や近海漁業の燃料費、農業資材や畜産

飼料等の価格高騰の影響が非常に大きいなどの

声が寄せられたところであります。

今回の価格高騰の先行きは不透明でありまし

て、事業活動や県民生活への影響の長期化も懸

念されますことから、引き続き、丁寧な影響把

握に努めるなど、情勢の動向を注視してまいり

ます。

原油価格と物価の高騰は、県○坂本康郎議員

内の様々な産業に広く影響を与えていること

を、私も実感しています。

今、知事の御答弁にありましたとおり、価格

高騰の先行きが不透明なため、今回予算措置が
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なされた業界以外への影響についても、引き続

き把握と対策に努めていただきますよう、お願

いいたします。

一例でありますが、県内のクリーニング事業

者からも、影響の大きさを伺っています。この

業界は、使用する燃料、洗剤、包装資材と、そ

のほとんどが石油製品を使うことで成り立って

おり、コロナ禍の外出自粛や式典・イベントの

中止など、利用者の減少と相まって、影響は深

刻で、そろそろ廃業を考えているという事業主

も少なくないようであります。

今回支援の対象になった代行業者に比べて

も、決して少なくない、県内には相当数の事業

者がいるものと認識しています。予算措置をす

る際に、関係部局でよく検討していただき、支

援に不公平感が生じないよう努めていただきた

いと思いますが、本県のクリーニング業の事業

者数と、価格高騰による影響、今後の対策につ

いて、福祉保健部長にお伺いします。

令和３年度○福祉保健部長（重黒木 清君）

末における県内のクリーニング所の数につきま

しては、保健所への登録数は合計670店舗となっ

ております。そのうち、取次ぎのみを行う、い

わゆる取次所を除きますと、合計244店舗となり

ます。

原油価格・資材高騰による影響でございます

けれども、クリーニングの業界団体によります

と、ボイラーで重油や灯油を使用することなど

から、議員御指摘のとおり影響があるものと考

えております。

厳しい状況の中、クリーニング所の経営を維

持していくために、これまでにも、宮崎県生活

衛生営業指導センターにおきまして、経営相談

を行っているところでございます。引き続き、

事業者の負担軽減を図るため、先日議決いただ

きました宮崎県中小企業融資制度の「原油・原

材料高対策特別貸付」などを活用しながら、円

滑な資金繰りの支援等も行ってまいります。

私ども公明党の宮崎県本部で○坂本康郎議員

は、定期的に県内の経済団体、業界団体の皆さ

んと「政策要望懇談会」を実施しております。

今回予算措置が取られました、農林水産業、

交通事業者をはじめ、県内の業界団体の皆さん

から、原油価格と物価の高騰に対する支援の要

望を私どもも伺っていたわけですが、建設業に

おいても、主に専門工事業の団体の皆様から、

資材価格の高騰に伴う施工単価の見直しを要望

する声が出ております。

公共工事の発注価格について、昨今の資材価

格の高騰をどのように反映させているのか、県

土整備部長にお伺いします。

公共工事に使○県土整備部長（西田員敏君）

用する資材の価格が上昇傾向にある中、受注者

が適正な利潤を確保するためには、最新の取引

価格を予定価格へ適切に反映することが重要と

なってまいります。

このため、短期間で価格が変動する燃料や鋼

材の設計単価については、毎月、取引の実態調

査を行っており、さらに、生コンクリートにつ

いては４月から、アスファルト合材についても

５月から臨時調査を行い、最新の取引価格を反

映させているところであります。

また、契約後に主要な資材価格が著しく高騰

した場合には、受注者の請求により請負額の１

％を超える額を増額する、いわゆる「単品スラ

イド制度」を適用することとしております。

今後も、資材価格の動向等を注視しながら、

公共工事の適切な執行に努めてまいります。

次に、ジモ・ミヤ・タビキャ○坂本康郎議員

ンペーンについて質問いたします。
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感染症の拡大により、県外との往来がままな

らない状況下で、観光客・宿泊客の大幅な減少

により打撃を受けていた観光産業への支援策と

して、この県民割事業が始まったわけですが、

途中、感染状況に応じてキャンペーンの一時停

止と再開、期間の延長を繰り返しながら１年が

たちました。

この事業が、落ち込んだ本県の観光産業の業

績回復などにどのような成果、効果があったの

か。また、ウイズコロナの新しい生活様式の一

つとして提案されたマイクロツーリズムという

新しい旅行の在り方も、この事業の目的の一つ

にあったと記憶していますが、ジモ・ミヤ・タ

ビキャンペーンが県内観光の新たな需要の掘り

起こしに対してどのような効果があったのか、

商工観光労働部長にお伺いします。

新型コロ○商工観光労働部長（横山浩文君）

ナの影響によりまして、本県の観光はかつて経

験したことがないほど厳しい状況にあることか

ら、昨年６月以降、県内旅行の割引事業であり

ますジモ・ミヤ・タビキャンペーンを実施して

いるところでございます。

その結果、昨年度末までのキャンペーンの利

用実績は、宿泊割引が約50万6,000人、日帰り旅

行割引が約３万6,000人となり、特に昨年11月

と12月には宿泊の稼働状況を表す指数が全国１

位となるなど、県内観光の需要回復と観光産業

支援につながっているものと考えております。

また、旅行会社や宿泊施設などを通じて、

キャンペーンを利用した県民や隣県等の方々か

ら、本県のよさを再認識したとの声が寄せられ

ております。

今後とも、県内外の方々の旅行ニーズを的確

に捉えながら、本県の魅力をＰＲし、積極的な

誘客促進に努めてまいります。

「県民割」でスタートしまし○坂本康郎議員

たジモ・ミヤ・タビキャンペーンであります

が、その後、鹿児島、熊本、大分の隣県同士で

相互利用が可能になり、「隣県割」として旅行

の対象範囲が広がっていましたが、現在はその

利用範囲が九州全県に広がって これは本当―

―にいつの間にかという印象だったんですが

「九州割」という新しい名前になっていまし

た。

割合頻繁にジモ・ミヤ・タビ関連のホーム

ページを確認していた私ですら、いつの間にか

という印象ですので、一般的な認知度は低いの

ではないかと感じています。

キャンペーン自体が期限の延長、再延長を繰

り返していることに加え、後ろには「県民割」

の全国展開が控え、ＰＲにも力加減が難しいこ

とと思いますが、現行の「九州割」の観光誘客

の取組について、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

ジモ・ミ○商工観光労働部長（横山浩文君）

ヤ・タビキャンペーンにつきましては、対象範

囲を県内から県外に徐々に広げておりまして、

昨年12月に、隣県の熊本県、大分県、鹿児島県

を対象とし、今年の４月に佐賀県と長崎県を、

そして５月に福岡県を追加したところでござい

ます。

その結果、九州内全てが対象となりましたこ

とから、九州各県が連携し、現在、九州割とし

て実施しているところでございます。

このキャンペーンのＰＲにつきましては、本

県をはじめ九州各県が、それぞれ地元マスコミ

への情報提供や、各県の新聞への広告掲載、イ

ンターネットやＳＮＳを通じた情報発信を行っ

ていることに加えまして、九州観光機構を通じ

た広域的なＰＲも実施しているところでござい
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ます。

今後とも、九州全域の方々に情報が届きます

よう、九州各県等とも連携しながら、効果的な

情報発信を行い、誘客促進に努めてまいりま

す。

今年、沖縄県が本土へ復帰し○坂本康郎議員

て50周年を迎えました。

1972年の本土復帰後は、1975年の海洋博覧会

を皮切りに、1992年に開園した首里城公園など

環境整備を経て、2000年頃からの沖縄ブームを

きっかけにして、観光が県の基幹産業へと成長

していきます。

その後のインバウンドの追い風も受け、2019

年の観光客数は1,000万人を突破。コロナ禍で過

去最大の落ち込みといわれた翌2020年の観光客

数は、それでも370万人を数えました。

言うまでもなく、沖縄は今や国内有数の観光

県であります。

本県のこれからの観光再生と新たな観光誘客

を考える上で、沖縄を訪れるインバウンドを含

めた観光客を、沖縄から宮崎へ取り込むことを

一度よく検討してみてはいかがでしょうか。

沖縄で私が交流のある沖縄の方たち、これ

は50代以上の男性が多いわけですが、折に触れ

て宮崎の魅力について尋ねてみますと、その方

たちからは、宮崎のゴルフ場が格別にすばらし

いという答えが返ってまいります。

「何がすばらしいといって、芝がすばらし

い、景色がすばらしい、また宮崎でプレーをし

てみたい」と大絶賛の一方で、「ただし、飛行

機だけは大変不便だ」と決まって言われます。

私も所用で沖縄を訪問することがあります

が、宮崎と那覇を結ぶ直行便は、現在ソラシド

エアの１日１往復のみ。行きの宮崎－那覇の便

が朝出発し、帰りの那覇－宮崎の便が夕方出発

のため、宮崎から沖縄へ出かけていく分には便

利ですが、沖縄から宮崎に来るには、反対に大

変時間効率の悪いことになってしまっていま

す。

宮崎、沖縄双方向に都合のよい空路の整備

や、十分な宿泊施設の確保など、課題もありま

すが、海外からの入国制限が本格的に緩和され

た後には、いずれ沖縄に帰ってくるであろう大

量のインバウンドを、沖縄の次の立ち寄り先と

して宮崎へ取り込まない手はありません。

沖縄を訪れる観光客に、沖縄にない観光資

源、魅力的なゴルフやサーフィン、食や伝統文

化など、本県独自の見どころを「沖縄プラス」

のパッケージとして売り込み、沖縄から宮崎の

観光の新ルートが確立できれば、本県にとって

も沖縄にとっても、また、旅行に新たな選択肢

が加わることで、ユーザーにとっても大変メ

リットのあるものと考えます。

ポストコロナの本県の観光戦略の一手とし

て、沖縄プラスの観光対策を提案したいと思い

ますが、これにつきましては永山副知事にお伺

いいたします。

議員御指摘のとお○副知事（永山寛理君）

り、今や沖縄は、インバウンドを含む観光客数

が年間1,000万を超えたということで、国内有数

の観光地に成長したところでございます。一方

で、沖縄を訪れる、特にインバウンド客という

のは、大抵が沖縄を観光してそのまま帰るとい

うことで、ほかの県には行かない傾向が結構ご

ざいますので、その観光客を宮崎に取り込むと

いう視点というのは大変重要だと考えておりま

す。

御承知のように沖縄は、サンゴ礁が広がる亜

熱帯のリゾート、独自の文化、食、そして、先

ほど議員から御紹介いただきました「平和の
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礎」に代表される平和の島というのが、観光地

としての魅力でございます。

一方で、宮崎に目を転じますと、また華やか

なリゾートがあり、私は沖縄と宮崎の両方でゴ

ルフをやるものですから、その宮崎のゴルフ場

のすばらしさというのを身をもって体験しまし

て、沖縄の人間にも紹介しておるんですけれど

も、そのゴルフのすばらしさ、サーフィンの

メッカ、さらに豊かな食と文化、特に日本の発

祥とも言われる神話・神楽、そのようなすばら

しい魅力的なコンテンツが宮崎にはいっぱいご

ざいますので、そういったコンテンツを効果的

に発信することによって、沖縄から宮崎への観

光客の流れをつくる。それがひいては、願わく

ば航空会社の皆様の心も動かせるような、その

ような魅力ある発信をこれから頑張っていきた

いと思います。

次に、県営住宅政策について○坂本康郎議員

質問いたします。

11月議会の一般質問にて、県営住宅の抱える

ソフト面の課題への対応を質問いたしました。

これは、入居者の高齢化など社会変化に伴

い、自治会活動に支障を来す状況が発生してお

り、団地自治会の運営や共用部分の管理につい

て、長期的な視点に立った対策を求めたもので

ありますが、県からは、まず入居者、自治会へ

意向調査を行い、状況の把握をしていく旨の御

答弁をいただきました。

その後の進捗状況について、県土整備部長に

お伺いします。

県営住宅の共○県土整備部長（西田員敏君）

用部分については、草刈りや清掃活動等の実施

や共益費の徴収を入居者にお願いしております

が、管理の実態等の課題を把握するため、令和

４年３月に、団地の自治会等に対し、アンケー

ト調査を実施したところであります。

その結果、団地によっては、草刈り作業等の

一部を業者に委託している実態や、共益費の滞

納の発生、清掃活動参加者の減少、班長等の成

り手がなかなか見つからないことなどの課題が

生じていることが確認されたところでありま

す。

県としましては、引き続き団地ごとのニーズ

を把握するとともに、将来に向けた管理方法を

検討するため、先進的な取組を行っている他県

の事例調査を実施することとしております。

大変迅速な御対応をいただき○坂本康郎議員

まして、ありがとうございました。

11月の私の一般質問には、少しですが反響が

ありまして、県議会だよりを御覧になった３か

所の団地の自治会長さんから御連絡をいただき

ました。

どちらも一様に、入居者の高齢化で共用部分

の清掃や草刈り作業がままならないこと、自治

会活動への不参加者や共益費の未払い者が増え

て、役員の負担が大きくなっていること。この

ままでは自治会の存続自体も危ういことを訴え

ておられ、今後の県の動向に大変注目をしてい

らっしゃいます。

今回の調査結果などから実態や入居者の意向

を把握、検討していただいて、これからの県営

住宅の在り方、新しいビジョンが示されること

を期待しております。

次に、多くの外国人技能実習生、特定技能実

習生を受け入れておられる、県内の漁業関係者

や介護福祉施設を運営する事業者が、県営住宅

や市営住宅への外国人実習生の入居を希望され

ています。

外国人実習生の受入れには、実習生の住居の

確保が必要条件になっておりますが、近場の民
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間のアパートやマンションには、外国人だけで

は入居を断られるケースも少なくないため、住

居の確保に苦労されている事業者も多いようで

あります。

外国人技能実習生が県営住宅及びその他の公

営住宅へ入居するための制度と、県の取組につ

いて、県土整備部長にお伺いします。

外国人技能実○県土整備部長（西田員敏君）

習生等の県営住宅への入居につきましては、国

土交通省からの通知に基づき、地域住民と同様

に入居資格を認める取扱いを行っており、入居

の際には、原則として同居親族が必要となって

おりますが、日向市や日南市など過疎法による

過疎地域等となっている９市町の県営住宅へ

は、単身での入居が可能となっております。

また、県営住宅及び市町村営住宅について

は、国の承認を得ることにより、特例的に空き

住戸を活用できる制度があり、この制度を活用

して、現在、延岡市の市営住宅において、単身

の漁業研修生を受け入れている事例がございま

す。

県としましては、外国人技能実習生等を受け

入れる団体に情報提供するなど、広く制度の周

知に努めてまいります。

次に、空き家問題への対策に○坂本康郎議員

ついて質問いたします。

ここで取り上げますのは、長期間使われない

まま放置された、倒壊のおそれのある危険な状

態の空き家の問題です。

屋根・外壁の落下や飛散により、周辺の住宅

や道路など生活環境に悪影響を及ぼすものにつ

いて、その解体費用の一部を補助する制度が、

各市町村に設けられております。

宮崎市では、建物の所有者に対して、解体除

去、廃材処理、運搬費用を対象に、経費の２分

の１を上限に補助。解体作業が困難であった

り、再建築が困難な場所に建つ空き家について

は、対象経費の５分の４を上限に補助するよう

になっておりますが、市では、昨年から申請件

数が増えてきており、今年度の分は予算枠を

オーバーする状況になっているようです。

倒壊のおそれのある腐朽・破損した空き屋の

建物は、そのまま放置されれば周辺の住宅に損

害を与えるほか、事故や火災につながる危険も

あり、解体除去のために行政が積極的に関わっ

ていく必要があります。

県ではどのような取組をしているのか、県土

整備部長にお伺いします。

空き家対策に○県土整備部長（西田員敏君）

つきましては「空家等対策の推進に関する特別

措置法」に基づき、空き家対策の実施主体であ

る市町村が、総合的な計画となる「空家等対策

計画」を策定し、これに基づき危険な空き家の

除却など必要な措置を講ずるよう努めるものと

されており、現在、21市町村が策定済みとなっ

ております。

この計画を策定しますと、国の交付金等を活

用できるようになるなどメリットもありますこ

とから、県では、計画未策定の市町村を直接訪

問し、策定を働きかけるとともに、その後の対

策についても円滑に進むよう、必要な支援を

行っているところであります。

倒壊のおそれのある腐朽・破○坂本康郎議員

損した空き家には、所有者が不明もしくは近く

に住んでいないなどの事情で、危険な状態が長

期間放置されているものも少なくないのではな

いかと考えられます。

近隣の住民で、この危険な空き家を解体除去

するには、まず所有者を探すことから始めなけ

ればなりませんが、不動産を扱った経験がなけ
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れば、登記簿膳本の確認すらままならず、個人

情報の扱いが厳しい昨今では、所有者の連絡先

まで見つけることはかなり難しくなっておりま

す。

そのような状況を踏まえ、行政の積極的な対

応が必要ではないかと考えるわけですが、現

在、県のホームページをたどっていきますと、

空き家全般について「みやざき空き家等相談窓

口」が開設されています。

この相談窓口の役割について県土整備部長に

お伺いします。

「みやざき空○県土整備部長（西田員敏君）

き家等相談窓口」は、一般社団法人宮崎県宅地

建物取引業協会が設置したものでありまして、

市町村の窓口では相談への対応が困難な空き家

の管理・賃貸・売買等の相談に応じており、ま

た、空き家の所有者を特定するといった相談に

ついては、不動産の登記に詳しい宮崎県司法書

士会への取次ぎを行っております。

県といたしましては、「みやざき空き家等相

談窓口」は、市町村の窓口と連携しながら、こ

れを補完するものと考えており、これまで、

「市町村空き家連絡調整会議」での情報提供

や、県庁ホームページに掲載して周知を行って

おりますが、今後、市町村のホームページや広

報紙にも掲載してもらうなど、様々な広報の機

会を捉えて、さらなる県民への窓口の周知を

図ってまいります。

国土交通省が、全国の自治体○坂本康郎議員

の先進的な取組を紹介しています。

ここで一例ですが、和歌山県田辺市では、相

続や遠方に居住しているなどの理由で長期間使

われずに放置され、倒壊のおそれのある危険な

空き家の隣接住民に対して、市が所有者と隣接

住民の間に立って仲介し、解体費用プラス登記

費用程度の金額で売買が成立するよう働きかけ

る、マッチングサービスを行っております。

また、山形県鶴岡市では、長期間管理がなさ

れていない空き家を、市が寄附として受け付

け、解体・整地をした後に、若者世帯や移住者

に対して、住宅用地として供給する事業を進め

ています。

どちらも大変優れたアイデアだと思いまし

た。ぜひ参考にしていただき、現行法でも実行

可能な、有効な対策を県主導で進めていただき

たいと思いますが、御見解をお伺いします。

県では、空き○県土整備部長（西田員敏君）

家対策を推進するため、毎年「市町村空き家連

絡調整会議」を開催し、県内市町村の取組事例

の発表を行うなど、市町村間での情報共有を促

進するとともに、全国の先進的な取組について

も、国が示す事例集等を用いて紹介していると

ころであります。

市町村が、空き家の除却に関する先進的な事

例を参考に、地域の実情に合った取組を進める

ことは、大変有意義であると考えており、県と

しましては、市町村のニーズに合った情報を提

供するなど、必要な支援を行ってまいります。

次に、不在者投票について質○坂本康郎議員

問いたします。

昨年10月に実施された衆議院議員選挙におき

まして、病院、介護老人保健施設、老人ホー

ム、保護施設、身体障がい者支援施設などの、

県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定

した施設数を、選挙管理委員長にお伺いしま

す。

不在者投票○選挙管理委員長（茂 雄二君）

のできる施設につきましては、病院や介護施設

等で、おおむね50人以上の入院または入所定員

を有する施設であって、投票環境として適当な

 - 151 -



令和４年６月17日(金)

場所及び必要な人員を有すると認めた場合に、

施設の申請により指定を行っております。

昨年の衆議院選挙における不在者投票指定施

設の数は、県内で281施設となっております。

今御答弁いただきました281の○坂本康郎議員

不在者投票指定施設のうち、実際に不在者投票

が行われた施設数をお伺いします。

昨年の衆議○選挙管理委員長（茂 雄二君）

院選挙では、県内281施設のうち165施設におき

まして、不在者投票が行われております。

次に、昨年の衆議院議員選挙○坂本康郎議員

におきまして、不在者投票を行った投票者数を

お伺いします。

昨年の衆議○選挙管理委員長（茂 雄二君）

院選挙では、県外の施設において投票した選挙

人も含め、小選挙区選挙において3,151人が、施

設における不在者投票を行っております。

事前に確認しましたところ、○坂本康郎議員

不在者投票の投票率のデータは取られていない

ということでしたので、今御答弁いただきまし

た3,151人という不在者投票の投票者数が多いの

か少ないのか、私なりに判断するための目安と

して、以下、計算をしてみました。

昨年10月時点の不在者投票指定施設につい

て、該当する施設の定員数を手計算で数えてみ

ましたら、合計で２万8,142人になりました。こ

の数字には未成年者の数が含まれますので、県

の18歳以上の人口比率84％を掛けた結果、２

万3,639人が目安の有権者数となりました。

御答弁いただきました不在者投票者数から、

これはあくまで目安の投票率として計算した結

果13.3％という数字が出てまいりました。

施設によっては定員数を満たしていない施設

もあると思われますので、あくまで参考の値で

ありますが、それを割り引いても、前回の衆議

院議員選挙全体の投票率53.65％と比べて、かな

り少ないという印象を私は持ちました。

感染症の影響も考えられますので、新型コロ

ナ感染拡大前に実施された令和元年の参議院議

員選挙における不在者投票についても、実績を

お伺いします。

令和元年の○選挙管理委員長（茂 雄二君）

参議院選挙におきましては、不在者投票指定施

設は284施設でありまして、そのうち実際に投票

が行われたのは164施設であります。

また、施設における不在者投票者数は、県外

の施設において投票した選挙人も含め、選挙区

選挙で2,822人となっております。

御答弁いただきました２回の○坂本康郎議員

選挙を比較して、不在者投票に感染症の影響は

なかったものと思われます。

いずれにしましても、病気や介護、障がいな

どで入院、入所されている方たちの投票の機会

が守られることが重要であります。

県の取組を選挙管理委員長にお伺いします。

施設におけ○選挙管理委員長（茂 雄二君）

る不在者投票につきましては、入院または入所

する選挙人の自由意思に基づき行われるもので

あります。

このため、施設が選挙人に代わって投票用紙

等を請求する場合には、事前に施設内で不在者

投票の希望を聞いた上で、市町村から投票用紙

等を取り寄せることとなり、希望を聞かずに、

あらかじめ入所者の人数分の請求を行うことは

できません。したがいまして、不在者投票の実

施に当たりましては、事前に施設内において十

分な周知を行い、選挙人の投票機会が失われる

ことのないよう留意する必要があります。

県では、参議院選挙に向けて、対象施設に不

在者投票の手引を送付しますとともに、これを
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基に、オンラインによる説明会を開催し、不在

者投票事務の留意点等を説明したところです。

引き続き、施設における不在者投票が適切に

実施されますよう、必要な助言・指導を行って

まいります。

入院、入所している全ての有○坂本康郎議員

権者が、どの施設でも同じように投票の手続が

なされ、投票の権利がちゃんと守られるよう、

各施設に対して適切な指導に努めていただきま

すよう要望いたします。

次に、県の公共工事について質問いたしま

す。

先ほどの政策要望懇談会に参加された、塗装

工業会や電業協会など専門工事の業界の方たち

から、県発注の公共工事について、県内業者の

受注を促進するために、分離発注の割合をもっ

と増やしてもらいたいという要望が出されてい

ます。

県土整備部発注工事における分離発注の考え

方をお伺いします。

県土整備部が○県土整備部長（西田員敏君）

発注する工事につきましては、規模の小さい工

事や、工事箇所の自然的条件、技術的理由によ

り工事を分離施行することが不合理または困難

な場合を除き、建設業法に規定する建設工事の

種類ごとに分離し、それぞれを別途の契約によ

り施行することを原則としております。

次に、入札参加資格について○坂本康郎議員

お伺いします。

市町村発注工事の施工実績を県発注工事にお

いても評価して、入札参加資格に加えてもらい

たいという要望を受けております。

県土整備部発注工事の入札参加資格におい

て、市町村発注工事の施工実績をどのように取

り扱っておられるのか、お伺いします。

県土整備部が○県土整備部長（西田員敏君）

発注する工事につきましては、それぞれの工事

内容に応じた施工実績を入札参加資格として定

めており、基本的には、国・県の発注工事と併

せて、市町村発注工事の施工実績も認めている

ところであります。

ただし、のり面工事など専門性の高い工事に

つきましては、工事の品質確保を図る観点か

ら、小規模工事でのみ市町村発注工事の施工実

績を認めることとしております。

県土整備部長に質問が続いて○坂本康郎議員

大変恐縮なんですけれども、次も部長にお伺い

します。

今、本県周辺では複数の大型開発工事が進め

られております。特に注目されておりますの

が、熊本県菊陽町のＴＳＭＣの半導体製造工場

の建設工事であります。

総工事費１兆円の超大型工事が４月に着工し

たことで、職人が全部熊本に持っていかれるの

ではないかと心配する声があります。

県外へ施工業者が流れていけば、県内で施工

中の工事にも影響が出かねないため、工事の発

注には、工期や発注時期を決める際に、進行中

の大型工事の進捗にも目配りをする必要があり

ます。

県ではどのように対応するのか、県土整備部

長にお伺いします。

公共工事を着○県土整備部長（西田員敏君）

実に実施していくためには、地域の建設企業が

円滑に施工できる環境を整えることが大変重要

であると考えております。

このため県では、地域の建設業団体等と意見

交換を行い、公共工事の受注環境の把握に努め

るとともに、発注時期の見通しを毎月公表する

ことなどにより、円滑な発注や入札・契約の適
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正化等を図っております。

また、令和２年度からは、発注時に設定する

工期について、工事の準備や後片づけに要する

期間を、従来よりも約１か月から３か月加算し

ております。さらに、契約から工事着手までを

最大４か月間設定できる「余裕期間設定工事」

も活用し、建設資材や技術者などの準備を行う

期間を確保しているところであります。

今後も関係団体等と意見交換を行い、地域の

実情を把握しながら、公共工事の円滑な執行に

努めてまいります。

大気汚染防止法及び石綿障害○坂本康郎議員

予防規則の改正により、建築物の解体・改修工

事を行う施工業者は、この４月から、一定規模

以上の解体・改修工事について、石綿（アスベ

スト）の使用の有無に関する事前調査の結果

を、労働基準監督署及び地方公共団体に報告す

ることが義務づけられました。

この事前調査には、来年10月以降から建築物

石綿含有建材調査者という資格が義務づけられ

るため、資格取得のために多くの施工業者が受

講を申し込んでいますが、現在県内で１か所の

みの開催で、定員も回数も少ないため受講でき

ない状態になっております。

何らかの対応が必要と考えますが、県土整備

部長にお伺いします。

令和２年に石○県土整備部長（西田員敏君）

綿障害予防規則等が改正されたことに伴いまし

て、令和５年10月１日以降に建築物等の解体ま

たは改修等の工事を行う場合は、石綿含有建材

の有無について、建築物石綿含有建材調査者講

習の修了者等による調査が義務づけられたとこ

ろであります。

講習実施機関に確認しましたところ、現在、

県内で本年11月と来年１月に当該講習が予定さ

れておりますが、いずれも定員を超過し、キャ

ンセル待ちの状況であり、その対応を検討中と

伺っております。

県としましては、重要な制度改正と認識して

おりますので、講習実施機関に対し、講習回数

を増やすなどの要請を行ってまいります。

以上で用意しました全ての質○坂本康郎議員

問を終わります。

御答弁いただきまして、ありがとうございま

した。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○右松隆央副議長

ました。

次の本会議は、20日、月曜日午前10時から、

本日に引き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時55分散会

令和４年６月17日(金)
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